
明
代
の
地
方
官
。
ホ
ス
ト
に
お
け
る
身
分
制
序
列
に
閲
す
る
一
考
察

ー
蘇
散
の
清
代
と
の
比
較
を
通
じ
て
|

赤日

田

正

慶

は

じ

め

に

一
選
任
・
考
課
に
お
け
る
進
士
偏
重
の
諸
情
況

二
地
方
志
の
職
官
に
お
け
る
資
格
固
定
化
の
寅
態

-

鯨
飲
の
繁
簡
と
準
土
の
繁
飲
へ
の
優
先
配
分

2

資
格
身
分
の
豚
官
ポ
ス
ト
へ
の
貫
徹

お

わ

り

に

-77 -

hてL

じ

め
〈

l
〉

「
官
爵
は
科
第
に
由
り
出
づ
る
者
な
り
」
と
い
う
十
八
品
級
の
官
を
得
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
科
患
の
準
士
・
孝
人
・
監
生
・
生
員
等
の
資

格
は
、
明
初
に
成
立
し
た
特
穫
を
伴
う
一
種
の
同
学
位
に
基
づ
く
終
身
身
分
を
意
味
し
た
。
闘
学
校
制
度
を
包
括
し
て
成
立
し
た
の
が
明
清
時
代
の

科
牽
制
度
の
特
色
で
あ
り
、
郷
試
合
格
者
の
事
人
、
園
子
監
在
籍
の
貢
監
生
(
貫
生
)
・
監
生
、
府
・
州
・
豚
各
官
皐
の
生
員
と
い
う
科
奉
受
験

77 

の
た
め
に
必
須
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
終
身
資
格
の
保
持
者
は
、
可
端
境
的
な
資
格
の
上
昇
に
よ
る
任
官
や
、
各
役
優
菟
乃
至
は
植
法
上
の
諸
特
権

を
テ
コ
に
、
宋
代
以
来
の
調
わ
ば
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
上
層
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
進
士
や
諸
科
出
身
者
を
主
鐙
と
し
た
奮
士
大
夫
層
の
基
底
部
を
、
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(

2

)

(

3

〉

膨
大
な
数
量
の
身
分
諸
階
層
〈
進
士
の
約
三
十
三
倍
)
で
擁
張
せ
し
め
、
明
代
中
期
以
降
に
は
、
「
祉
舎
の
賓
質
面
か
ら
紳
と
土
に
医
分
」
さ
れ

そ
れ
ら
諮
階
層
の
中
、
明
末
の
翠
人
は
既
に
梧
紳
と
し
て
紳
の
範
曙
で
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
貢
生
・
監

(
4
〉

生

・
生
員
と
い
え
ど
も
橋
紳
と
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
だ
が
、

る
紳
士
層
を
形
成
し
た
。
し
か
し
、

一
般
的
に
は
士
の
範
曙
に
あ
っ
た
彼
ら
が
従
来
の
土
の
範
臨
時
に
加
え

て、

紳
の
範
鴫
を
意
味
す
る
「
紳
士
」
の
一

語
で
表
現
さ
れ
始
め
た
の
は
、
彼
ら
に
射
す
る
法
制
上
の
衣
頂
の
賜
給
や
、
免
役

・
納
税
延
期

・

(
5
)
 

瞳
面
擁
護
等
の
諸
特
権
の
保
護
が
確
立
す
る
薙
正
・
乾
隆
年
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
従
来
は
士
リ
衿
の
範
曙
で
表
現
さ
れ

て
い
た
監
生
層

(

6

)

 

が
、
清
代
後
牢
に
は
郷
紳
範
障
で
表
現
さ
れ
る
事
例
も
現
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
貼
を
、
躍
法
上
よ
り
、

郷
紳
と
現
任
官
と
の
交
際
闘
係
の
嬰
化
と
し
て
み
て
み
よ
う
。
明
末
清
-
初
の
松
江
府
の
一
生
員
会
円
衿
)

で
あ
っ
た
葉
夢
珠
は
、
閲
世
編
巻
八
、
交
際
の
僚
で
、
明
末
よ
り
清
初
の
順
治
年
閉
ま
で
は
、

準
士

・
副
鶴
間
挙
人

・
翠
人
・

貢
生

・
監
生

・
雑

途
出
身
の
各
郷
紳
が
、
地
方
高
官
の
撫
按
と
交
際
す
る
時
は
出
身
の
如
何
が
問
題
と
さ
れ
た
、
と
言
う
。
つ
づ
レ
て
葉
は
、
「
康
照
初
め
に
至

り、

郷
紳
の
督
撫
雨
蓋
と
交
際
す
る
に
、
始
め
て
等
職
を
分
ち
、
出
身
を
論
ぜ
ず
」
と
述
べ
、
康
照
年
聞
に
至
っ
て
、
出
身
を
異
に
す
る
郷
紳

- 78-

が
督

・
撫
と
交
際
す
る
時
で
も
、
職
権
或
い
は
品
級
が
同
等
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
始
め
、
科
翠

・
恩十
校

・
育
吏
と
い
っ
た
出
身
差
は
最
早
や

問
題
と
は
き
れ
な
く
な

っ
た
、
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
た
。
こ
の
貼
は
、
後
述
の
康
照
元
年
の
上
識
と
も
関
連
す
る
。
交
際
関
係
に
お

け
る
艦
法
上
に
、
同
等
の
官
職
と
い
う
新
た
な
基
準
が
現
わ
れ
始
め
た
の
は
、
後
述
す
る
明
代
以
来
の
昇
進
に
お
け
る
出
身
責
格
の
差
等
を
問

題
と
し
た
基
準
が
清
代
に
は
緩
和
さ
れ
て
い
た
黙
を
示
唆
し
て
い
る
。
優
兎
制
に
お
い
て
も
、
明
末
に
は
品
級
と
資
格
差
に
よ
っ
て
巌
重
な
匿

別
が
み
ら
れ
た
が
、

清
代
に
は
官
員
よ
り
生
員
に
至
る
ま
で
一

様
に
本
人
一
丁
の
丁
笹

(問
土
額
)
だ
け
に
優
菟
は
制
限
さ
れ
て
、
身
分
差
の

(
7
)
 

解
消
し
た
貼
は
注
目
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
明
初
に
特
権
的
諸
身
分
が
確
立
し
、
中
期
以
降
に
形
成
さ
れ
た
贋
汎
な
諸
階
層
の
内
部
に
お
い
て
、

挙
人

・
貢
生

・
監
生
層
が
準

士
資
格
の
偏
重
に
よ
っ
て
、
選
任
・
考
-諜
の
上
で
差
別
さ
れ
、
昇
進
を
阻
害
さ
れ
た
情
況
を
史
料
上
に
確
認
し
た
の
ち
、
各
組
資
格
よ
り
成
る

そ
れ
ら
諸
階
層
が
、
各
級
地
方
官
、
特
に
父
母
・

親
民
官
と
し
て
直
接
人
民
を
統
治
す
る
知
豚
以
下
の
係
官
ポ
ス
ト
H
H
H
献
に
如
何
な
る
比
率
で



存
在
し
た
か
に
つ
い
て
、
清
代
地
方
志
の
職
官
僚
よ
り
作
成
し
た
統
計
表
に
擦
っ
て
清
代
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
明
代
官
場
に
貫
徹
し
た

ポ
ス
ト
に
割
腹
す
る
資
格
の
固
定
化
現
象
、
並
び
に
清
代
選
任
制
の
明
代
と
は
際
立
っ
た
特
色
の
も
つ
意
義
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

選
任
・
考
課
に
お
け
る
準
土
偏
重
の
諸
情
況

崇
禎
六
年
(
二
ハ
三
三
〉、
池
州
府
貴
池
燃
の
副
棋
風
争
人
臭
雁
箕
は
、
嘉
善
照
出
身
の
内
閣
大
皐
士
銭
土
升
に
宛
て
た
書
簡
(
棲
山
堂
集
巻
十

一
、
上
嘉
善
銭
相
公
書
笑
酉
)
に
お
い
て
、
自
己
を
含
む
不
遇
な
立
場
の
諸
出
身
者
を
代
嬬
す
る
か
の
よ
う
に
失
の
よ
う
に
述
べ
た
。

官
を
設
け
て
資
格
を
立
つ
る
は
、
原
よ
り
人
の
奔
競
の
心
を
抑
え
て
其
の
積
久
の
款
を
牧
む
る
ゆ
え
ん
。
こ
れ
を
今
に
行
え
ば
、
則
ち
害

に
勝
え
ず
。

官
僚
の
任
用
に
嘗
り
資
格
H
出
身
を
篠
件
と
し
た
本
来
の
趣
旨
は
、
築
達
の
権
化
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
禁
欲
的
観
貼
よ
り
、
資
格
に
基
づ
く

終
身
身
分
に
相
醸
し
た
ポ
ス

ト
か
ら
出
設
さ
せ
る
が
、
授
官
後
の
政
績
次
第
で
出
世
欲
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
黙
に
あ
っ
た
。
現
在
こ
の

方
法
は
〈
準
土
偏
重
の
矛
盾
を
来
し
た
の
で
)
、
百
害
あ
っ
て
行
え
な
い
、
と
い
う
。

明
初
の
任
官
コ
I
ス
と
し
て
は
、
在
野
知
識
人
よ
り
選
ぶ
薦
孝
、
科
翠
・
歳
貢
監
生
、
吏
員
の
三
途
が
あ
っ
た
。
狭
義
に
は
、
吏
員
を
除
い

て
薦
奉
、
科
察
、
歳
貢
監
生
を
三
途
と
稽
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
政
権
の
草
創
期
に
は
薦
琴
、
次
い
で
監
生
が
重
要
視
さ
れ
た
が
、
洪
武
二
十

六
年
以
降
は
科
象
出
身
者
が
重
要
視
さ
れ
た
。
薦
奉
出
身
者
は
天
順
年
開
に
姿
を
消
し
た
の
で
、
成
化
年
間
以
後
の
三
途
と
は
、
科
奪
、
歳
貢

(
8
)
 

監
生
、
吏
員
の
三
出
身
者
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
代
後
期
以
降
、

「
進
士
偏
重
し
て
翠
人
甚
だ
軽
し
」
(
高
扶

・
高
文
葱
公
全
集
巻

三
四
、
掌
品
位
題
稿
巻
五
、
議
庭
科
目
人
材
以
興
治
道
疏
。
以
下
、
人
材
疏
と
略
記
〉
と
い
う
資
格
偏
重
の
是
正
を
求
め
て
提
起
さ
れ
た
「
三
途
並
用
議
」

-79 -

(
李
廷
機
・
李
文
節
集
各
十
一
、
舘
課
二
)
の
三
途
と
は
、
殆
ど
が
準
士
・
奉
人
(
科
〉
・
貢
生
(
貢
〉
の
三
資
格
を
指
し
て
い
た
。

79 

進
士
資
格
が
選
任
・
考
課
等
に
お
い
て
殊
更
に
優
遇
H
偏
重
さ
れ
る
傾
向
は
、
嘉
靖
期
以
降
に
顕
現
し
た
。
張
居
正
は
、
新
刻
張
太
岳
先
生

文
集
巻
一
八
、
雑
著
に
お
い
て
、



80 

宣
徳
以
後
、
濁
り
進
士
の
一
科
の
み
を
重
ん
ず
。
郷
奉

・
歳
責
と
い
え
ど
も
、
敢
え
て
こ
れ
と
抗
衡
す
る
こ
と
莫
し
。

と
述
べ
て
、
進
土
偏
重
は
既
に
宣
徳
以
後
に
始
ま
っ
た
、
と
言
う
。
谷
光
隆
氏
は
、
「
園
初
の
薦
穆
は
官
僚
組
織
の
量
的
充
足
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
、

そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
出
身
を
重
視
し
な
か
っ
た
が
、
宣
徳
以
来
の
保
翠
は
官
僚
組
織
の
質
的
向
上
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
、
そ

(
9
)
 

の
必
然
的
結
果
と
し
て
出
身
を
重
視
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
言
う
。
繍
い
て
谷
氏
は
、
同
僚
で
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
園
初
以
来
の
選
除
で

あ
る
「
循
資
陸
授
」
即
ち
年
功
序
列
で
は
「
地
方
官
は
賢
否
混
請
し
て
人
民
の
害
を
被
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
」
の
で
、
質
的
向
上
つ
ま
り

能
力
本
位
に
切
替
え
る
必
要
が
生
じ
、
こ
の
頃
ま
で
に
進
土
で
濁
占
さ
れ
た
六
部
向
書

・
都
察
院
都
御
史

・
内
閣
大
同
学
士
等
三
品
以
上
の
九
卿

大
臣
の
奏
保
、
即
ち
保
誼
薦
問
挙
を
上
奏
す
る
位
制
が
生
れ
た
。
だ
が
保
翠
の
封
象
は
勢
い
準
土
・
翠
人
・
監
生
の
順
序
に
固
定
化
し
、
授
官
の

封
象
が
特
に
二
楊
(
士
奇

・
湾
〉
な
ど
奉
主
の
地
位
に
左
右
さ
れ
る
人
的
関
係
の
悪
風
が
禰
満
し
た
。
そ
の
結
果
、

知
懸
の
保
翠
は
正
統
七
年

に
、
次
い
で
知
府
の
保
穆
が
、
最
後
に
天
順
八
年
方
面
官
の
保
撃
が
麿
止
さ
れ
、
以
後
は
吏
部
の
自
擢
と
な
っ
た
、
と
。
だ
が
、
進
士
出
身
者

- 80-

が
拳
人
・
監
生
出
身
者
に
比
べ
て
文
塞
の
才
能
に
長
じ
て
は
い
て
も
、
人
民
の
被
害
は
、
む
し
ろ
操
守
の
廉
潔
や
統
治
能
力
の
何
如
に
係
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
り
、

直
接
に
進
士
U
質
的
に
能
力
の
向
上
し
た
者
と
評
債
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。

宣
徳
J
天
順
年
聞
の
京
官
に
よ
る
地
方

官
に
封
す
る
保
穆
は
、
科
穆
制
の
整
備
過
程
で
起
き
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
保
事
底
止
後
に
お
い
て
も
鈴
選
に
お
け
る
科
奉
の
諸
身
分
固
定
化

の
現
象
は
昂
進
し
て
い
っ
た
。

知
豚
の
保
理
麿
止
後
の
明
貫
録

・
正
統
十
四
年
十
二
月
壬
申
の
僚
で
、
丘
(
科
給
事
中
劉
球
は
、
「
方
今
の
用
人
は
、

た
だ
準
士
・
監
生
の
二

途
の
み
」
と
述
べ
た
が
、
穆
人
を
記
し
て
い
な
い
。
前
年
の
曾
試
受
験
者
は
千
三
百
人
で
あ
り
、
合
格
者
は
百
五
十
人
で
、
副
携
と
落
第
者
の

(

叩

〉

合
計
は
千
百
五
十
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
の
若
干
の
副
傍
穆
人
は
府
州
版
の
敬
官
を
授
け
ら
れ
、
知
豚
へ
の
昇
官
を
め
ざ
し
た
。
落
第
穆
人
は

蹄
郷
す
る
か
園
子
監
に
入
撃
し
て
翠
人
監
生
と
な
り
、

一
定
期
聞
の
聞
学
業
修
得
後
に
教
官
を
授
け
ら
れ
た
。
劉
球
が
二
途
の
み
と
い
う
の
は
、

少
く
と
も
明
代
前
宇
の
拳
人
は
直
接
に
は
知
鯨
に
任
官
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
不
分
明
な
摩
人
・
監
生
層
の
知
鯨
に
占
め
る
割

合
は
、
確
買
な
進
士
の
ケ
l
ス
よ
り
推
定
で
き
る
。
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表 1 嘉靖・万磨期の進土初任官のポストの配分比率

人員
(230人〉 lマZFlZ襲撃?fE|官品片|

1甲 2 

2甲 132

36 

一

3
7
1
ι

ー一
4

司
一盟副
つ

0.8 1甲
b 翰林院編修 a 正7品

翰林院展吉士 a

15.6 
b 北京六部主事 a

b 南京六部主事 a

5.2 b 大理寺評事 a
正7品

3甲

18 

l元て 0.4

7 

2甲 4 

正7品

0.4 b 太常寺博士 a

b 中書舎人 a1.7 

7.8 b行人司行人 a

都察院都事 aI正7品

円上林苑監典簿 [lE9品|

b 六部観政進士

(卒・修養〉

3.0 b府教授 従 9品

1.7 b 知 州 a

lJ司法lr 官 a

豚 a

出典 a W嘉靖葵丑 (32年， 1553)科進土同年便覧録一巻』

b W高暦三十人 (1610)年庚戊科序歯録一巻』

※準士の初任官以後の陸選〈省略〉については，後掲表4を参照。
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8.8 
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三
年
毎
の
科
翠
試
に
よ
っ
て
生
れ
る
問
題
の
進
士
は
、
事
務
見
習
い
の
後
、
右
の
表
1

「
嘉
靖

・
高
暦
期
の
準
土
初
任
官
の
ポ
ス
ト
の
配
分

比
率
」
に
見
る
よ
う
な
割
合
で
地
方
官
に
任
命
さ
れ
た
。

表
1
の
嘉
靖
三
十
二
年
の
進
士
合
格
者
は
三
七
三
名
で
あ
る
が
、
前
内
暦
三
十
八
年
の
そ
れ
は
二
三
O
名
し
か
判
明
し
な
い
。
地
方
官
に
選
任

さ
れ
た
の
は
、
嘉
靖
で
は
二
三
O
名
日
六
一

・
七
Mm、
高
暦
で
は
一
五
O
名
H
六
五
Mm
で
あ
っ
た
。
従
五
品
の
知
州
は
嘉
靖
で
は
二
甲
廿
名
、

三
甲
一
名
の
計
廿
一
名
H
H
五
・
六
Mm、
高
暦
で
は
二
甲
四
名
H

一
・
七
Mm
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
、
高
暦
で
は
従
九
品
の
府
数
授
が
二
甲
一
名
、

三
甲
六
名
の
計
七
名
H
三
Mm
を
占
め
て
い
る
鮎
が
注
目
さ
れ
る
。
正
七
品
の
府
推
官
は
嘉
靖
で
は
三
甲
三
九
名
H

一
0
・
四
Mm、
高
暦
で
は
三

甲
二
五
名
目
一

0
・
八
Mm
で
あ
っ
た
。
正
七
品
の
知
豚
は
嘉
靖
で
は
三
甲
一
六
九
名
日
四
五
・
三
Mm、
前
向
暦
で
は
三
甲
百
十
四
名
H
四
九
・
五

労
で
あ
っ
た
。
知
州
の
定
員
二
三
四
員
、
府
推
官
の
定
員
一
五
九
員
、
知
豚
の
定
員
千
百
七
十
一
員
の
合
計
は
一
五
六
回
員
で
あ
っ
た
か
ら
、

表
1
の
嘉
靖
期
の
進
士
新
任
地
方
官
中
の
知
州

・
推
官
・
知
勝
二
二
九
名
は
そ
の
中
の
一
四
・
六
Mm
を
占
め
、

前
向
暦
期
の
進
士
新
任
地
方
官
中

の
同
じ
く
一
四
三
名
は
そ
の
中
の
九

・
五
Mm強
を
占
め
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
表
1
の
確
質
な
嘉
婿
期
の
知
州

・
推
官
・
知
燃
に
任
官
し

た
二
二
九
名
の
進
土
新
任
地
方
官
一
四

・
六
M
m
(
一
六
九
名
の
知
燃
は
、
定
員
千
百
七
十
一
名
中
の
一
四

・
四
%
〉
を
除
い
た
八
五

・
四
Mm
の
知
州

・
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推
官

・
知
照
は
、
嘗
任
の
進
土
や
皐
人
・
貢
生

・
監
生
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

留
任
の
準
士
、
つ
ま
り
表
1
で
省
略
し
た
陸
軍
の
部
分
よ
り
作
成
し
た
後
掲
の
表
4
に
よ
れ
ば
、
同
年
進
士
の
知
将
就
任
者

(
百
%
)
で
知

腕
を
一
期
勤
め
た
者
は
約
六
O
M
m弱
で
あ
り
、
二
期
勤
め
た
者
は
約
三
O
M
m存
在
し
、
三
期
勤
め
た
者
は
約
五

Mm
以
下
で
あ
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
表
1
の
嘉
靖

・
世
間
暦
期
で
は
、
-
新

・
奮
合
わ
せ
た
準
土
出
身
の
知
燃
は
、
例
え
ば
嘉
靖
の
一
四

・
四
Mmプ
ラ
ス

α
と
し
た
場
合
、
各
出
身

者
か
ら
成
る
知
腕
全
世
の
せ
い
ぜ
い
二

O
M前
後
(
二
百
数
十
員
?
)
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
残
り
八

O
M前
後
の
知
豚
は
、
事
人

・
貢
監
生
層
の

出
身
者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
推
官

・
知
豚
の
定
員
一
三
三

O
員
の
中
、
毎
年
若
干
名
は
中
央
に
行
取
さ
れ
て
、
科

・
道
官
や
六

部
主
事
等
官
に
考
選
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
嘉
靖
十
年
以
前
で
は
、
将
来
巡
撫
と
省
政
を
合
議
す
べ
き
一
年
交
代
の
巡
按
御
史
の
登
龍
円
で
あ
る

御
史
等
に
考
選
さ
れ
る
の
は
、

貢
生
は
ゼ
ロ
、
禦
人
は
た
ま
に
一
人
と
い
う
欣
態
で
あ

っ
た
。
「
進
士
に
護
身
す
る
者
は
、
必
ず
し
も
循
良
な



ら
ず
」
と
進
士
を
全
面
的
に
は
信
凪
し
な
い
嘉
靖
一
帝
は
、
奉
・
貢
と
の
併
用
を
幾
度
と
な
く
命
令
し
て
い
た
が
、
吏
部
司
官
は
運
行
し
て
は
い

(
U〉

な
か
っ
た
。

嘉
靖
期
の
菖
守
躍
は
、
蔦
端
粛
公
集
巻
一
、
添
進
士
以
裕
牧
疏
に
お
い
て
、
前
述
の
進
士
外
任
官
の
粋
を
旗
げ
よ
と
次
の
要
請
を
行
な
っ

F

-

。

中
ム
ド

今
、
天
下
の
州
豚
は
絡
に
二
千
に
及
ば
ん
と
す
。
而
る
に
進
士
を
以
っ
て
任
ず
る
者
は
二
百
に
満
た
ず
。
腹
一袋
の
大
省
は
猶
お
十
数
人
、

或
い
は
五
、
六
人
の
ご
と
し
。
南
北
過
方
の
省
分
は
則
ち
て
二
人
と
い
え
ど
も
亦
た
得
る
べ
か
ら
ず
。
要
郡
衝
邑
は
己
む
を
得
ず
拳
人

を
以
っ
て
職
に
充
つ
。
叉
得
べ
か
ら
ず
ん
ば
監
生
を
以
っ
て
こ
れ
を
足
す
。
由
挙
人
は
任
に
稽
わ
ざ
る
者
固
よ
り
巴
に
十
の
五
六
。
而
る
に

監
生
の
以
っ
て
職
を
翠
ぐ
べ
き
者
は
百
に
二
、
三
も
な
し
。

天
下
の
州
・
豚
が
二
千
と
い
う
の
は
オ
ー
バ
ー
な
表
現
で
、
既
述
の
よ
う
に
賞
際
は
州
二
三
四
、

鯨
千
百
七
十
一
の
計
一
四

O
五
で
あ
っ
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た
。
進
士
出
身
の
知
州
・
知
鯨
は
二
百
未
満
で
あ
る
と
の
表
現
は
、
既
述
の
統
計
数
字
の
準
土
新
任
官
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
な
お
貫

録
に
は
、
進
士
不
足
に
射
し
て
、
嘉
靖
末
年
、
そ
の
増
額
を
要
請
し
た
上
疏
に
、
知
州
・
知
鯨
の
各
出
身
者
に
占
め
る
準
土
は
二
、
三
割
に
過

(ロ)

ぎ
な
い
と
み
え
る
が
、
こ
の
表
現
は
、
新

・
奮
進
士
の
合
計
額
と
し
て
ほ
ぼ
安
首
す
る
。
右
の
葛
守
躍
は
、
翠
人
・
監
生
出
身
者
で
要
衡
の
州

豚
長
吏
に
任
命
さ
れ
た
者
の
中
、
参
入
の
五
、
六
割
、
監
生
の
九
七
J
八
Mm
は
職
務
能
力
に
劣
る
と
極
論
し
て
進
士
新
任
官
の
増
員
を
要
請
し

た
。
奉
人
・
監
生
出
身
者
を
蔑
視
す
る
葛
守
曜
の
進
士
躍
讃
の
根
壌
に
は
、
擢
威
に
弱
い
人
民
は
ま
だ
赴
任
も
し
な
い
地
方
官
の
出
身
を
進
士

(
日
)

と
聞
い
た
だ
け
で
既
に
信
頼
服
従
し
て
し
ま
う
も
の
だ
、
と
の
甚
だ
思
い
上
っ
た
認
識
が
あ
っ
た
。
問
題
の
任
地
に
つ
い
て
の
文
言
は
、
進
士

新
任
官
は
内
地
の
大
き
な
省
や
南
北
港
彊
の
省
の
中
の
行
政
・
軍
事
的
に
重
要
な
知
州
・
知
鯨
に
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
同
時

に
文
言
は
、
要
衝
の
知
州
・
知
豚
に
は
本
来
奉
人
・
監
生
は
補
充
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
認
識
も
一
示
す
。

右
の
貼
に
つ
い
て
は
、
前
述
蔦
暦
期
の
李
廷
機
「
三
途
並
用
議
」
に
、

お
お
む
ね
進
士
は
昇
う
に
鑑
者
、
繁
者
、
中
土
者
を
以
っ
て
す
。
科
貢
は
昇
う
に
小
者
、
筒
者
、
遅
限
者
を
以
っ
て

今
、
人
を
詮
ぶ
に
、

83 
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す

と
あ
っ
て
、
進
士
出
身
者
は
内
地
の
豊
か
で
行
政
上
重
要
な
大
豚
日
繁
豚
に
任
命
さ
れ
る
が
、

翠
人

・
貢
監
生
出
身
者
は
僻
地
の
椿
せ
た
政
治

的
重
要
度
の
低
い
小
豚
H
筒
豚
に
任
命
さ
れ
た
、
と
い
う
。
準
土
偏
重
の
事
態
は
、
農
民
起
義
や
異
民
族
の
侵
入
に
直
面
し
て
緊
迫
化
し
た
崇

頑
期
の
劇
匿
や
進
境
で
は
、
逆
に
無
能
な
は
ず
の
穆
人

・
貢
生
が
起
用
さ
れ
、

有
能
な
進
士
は
内
地
の
安
全
地
幣
に
任
命
さ
れ
よ
う
と
逃
げ
の

(
は
)

姿
勢
を
み
せ
る
と
い
う
深
刻
な
矛
盾
に
時
化
し
て

い
た
。

嘉
靖
期
に
額
現
し
た
進
士
偏
重
の
劃
期
は
、
濯
任
制
に
連
繋
す
る
考
課
制
に
お
い
て
む
し
ろ
明
瞭
で
あ
っ
た
。
明
貫
録

・
嘉
靖
二
十
二
年
十

一
月
甲
寅
の
僚
に
は
、
進
士
以
外
の
出
身
者
は
、
治
績

・
操
守
が
立
涯
で
も
、

(
日
)

を
受
け
て
昇
進
は
お
ぼ
つ
か
な
い
、
と
言
う
。
又
、
隆
慶
五
年
六
月
の
高
扶
の
上
疏
は
、
「
進
士
の
治
績
の
最
下
な
る
者
は
、
猶
お

拳
人
の
治

一
た
び
上
官
の
ご
気
嫌
を
損
ね
で
も
し
た
ら
、

そ
の
都
度
中
傷

績
の
最
上
な
る
者
よ
り
勝
れ
る
が
ご
と
き
な
り
」
(
人
材
疏
)
と
言
う
。
蔦
暦
期
の
李
廷
機
コ
ニ
途
並
用
議
」
に
は
、

進
士
は
梢
梢
そ
の
官
を
能
す
れ
ば
上
考
を
珠
う
。
印
ち
能
せ
ざ
る
も
猶
お
こ
れ
を
庇
う
が
ご
と
し
。
科

・
貢
は
一
た
び
嘗
ら
ず
ん
ば
下
考

に
翼
む
。
即
ち
能
す
る
も
猫
お
こ
れ
を
抑
え
る
が
ご
と
し
。
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と
の
霞
骨
な
準
土
偏
重
の
指
摘
が
見
え
る
。

天
啓
期
の
越
南
星
は
、
進
土
集
固
の
利
己
主
義
に
つ
い
て
、
進
士
身
分
で
官
界
を
僻
泳
す
る
者
同
士
は
、
同
郷
の
人
や
親
戚
、
弟
子
や
昔
の

部
下
、
家
族
ぐ
る
み
の
交
際
を
す
る
親
し
い
人
、
と
い
っ
た
複
雑
な
官
僚
祉
舎
の
情
貫
関
係
で
人
脈
を
構
成
し
て
お
り
、
た
と
え
相
手
が
貧
斐

(
M
U
)
 

な
官
僚
で
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
て
も
、
決
し
て
口
外
は
し
な
か
っ
た
、
と
言
う
。

こ
う
し
た
如
何
と
も
し
難
い
準
土
偏
重
の
貫
態
に
つ
い

て
は
、
天
啓
四
年
の
絞
題
を
記
す
鴻
夢
龍

・
警
世
通
言
各
一
八
、
「
老
門
生
三
世
報
恩
」
に
見
え
る
、
巡
按
御
史
の
成
績
査
定
が
貧
埜
酷
薄
な

進
士
出
身
地
方
官
を
見
逃
し
、
逆
に
翠
人
・
貢
生
出
身
者
に
準
士
の
罪
の
穴
埋
め
ま
で
さ
せ
る
現
買
に
紹
草
し
た
老
皐
生
の
「
死
ん
で
閣
魔
大

(

げ

)

王
の
前
に
出
て
大
践
で
不
公
卒
を
訴
え
て
、
あ
の
世
で
出
世
し
た
方
が
ま
し
だ
よ
」
と
の
怒
り
の
叫
び
が
あ
り
、

そ
れ
は
時
代
情
況
を
端
的
に

象
徴
し
て
い
た
。



選
任
・
考
課
で
準
土
集
圏
よ
り
皐
位
歴
社
舎
の
利
己
的
差
別
に
泣
か
さ
れ
た
孝
人
・
貫
生
は
、
宗
族
に
功
名
を
も
た
ら
す
べ
き
出
世
が
絶
墓

的
と
な
る
や
、
蓄
財
に
遁
進
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
「
鯨
令
は
奉
・
貢
多
く
、
日
暮
れ
て
途
窮
ま
れ
ば
貧
得
あ
る
の
み
」
(
棲
山
堂
集
巻
十
二
、

員
陽
騨
輿
汝
寧
守
王
乾
純
先
生
害
丁
卯
)
と
か
、
「
佐
武
官
は
率
ね
奉

・
責

・
監
生
に
出
身
す
る
者
多
く
、
日
暮
れ
て
途
に
窮
し
、
既
に
震
民
の
念

な
く
文
治
民
の
才
に
乏
し
。
撫
理
あ
る
も
貧
識
に
し
て
治
ま
ら
ず
」
(
明
貫
録
・
寓
暦
三
十
二
年
五
月
丙
子
)
と
見
え
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
・
貢

(
児
)

の
営
み
の
一
端
を
表
現
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
資
格
偏
重
の
生
む
地
方
官
の
貧
官
化
に
よ
る
吏
治
の
腐
敗
は
、
民
生
の
困
苦
へ
と
必
然
化
し
て

、
っ
こ
O

B
V

中
j

地
方
志
の
職
官
に
お
け
る
資
格
固
定
化
の
賞
態

1 

豚
絞
の
繁
簡
と
進
士
の
繁
歓
へ
の
優
先
配
分
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府
州
鯨
の
統
治
上
の
難
易
度
の
準
則
で
あ
る
「
繁
簡
之
例
」
は
、
明
貧
録
・
洪
武
十
四
年
十
月
壬
申
の
僚
に
官
僚
考
課
の
枠
組
み
と
し
て
現

(ω) 

わ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
統
治
の
繁
難
を
意
味
す
る
「
事
繁
」
の
行
政
匡
劃
は
、
回
糧
十
五
高
石
以
上
の
府
、
田
糧
七
高
石
以
上
の
州
、
回

糧
三
高
石
以
上
の
鯨
と
、
王
府
や
都
司

・
布
政
司

・
按
察
司
の
所
在
地
、
馬
隊
の
駐
屯
所
、
騨
道
の
通
る
所
、
漫
境
の
要
衝
や
首
都
の
官
署
で

あ
っ
た
。
統
治
の
比
較
的
簡
易
な

「
事
筒
」
の
行
政
匿
劃
は
、
田
糧
十
五
高
石
以
下
の
府
、
田
糧
七
高
石
以
下
の
州
、
田
糧
三
高
石
以
下
の
鯨

や
僻
地
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
は
統
治
矛
盾
の
激
化
と
倶
に
嘗
然
襲
化
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
弘
治
十
一
年
(
一
四
九
八
〉
刊
・
吏
部
保
例
の

「
計
開
給
由
紙
牌
遠
藤
事
例
」
に
は
、
「
繁
簡
則
例
に
照
ら
し
て
一
級
を
降
す
」
な
ど
と
見

え
る
の
で
、
こ
の
時
黙
ま
で
は
洪
武
の
「
繁
簡
之
例
」
が
活
き
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
官
特
に
豚
絞
に
街
・
繁
・
疲

・
難
の

四
等
の
「
字
」
が
現
わ
れ
る
端
緒
は
嘉
靖
末
年
で
あ
っ
た
。
四
等
の
字
が
確
定
す
る
の
は
、
後
述
の
調
鉄
の
制
定
と
同
時
に
、
薙
正
六
年
(
一

税
糧
額
主
鐙
の
「
繁
簡
之
例
」
は
、
地
域
差
や
行
政
賞
務
の
複
雑
化
、
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七
二
八
ご
二
月
の
庚
西
布
政
使
郭
洪
の
上
疏
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
字
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
四
字
紙
H
最
要
、
三
字
紙
H
要
、
二
字
絞
H
中、

(
却
)

字
紙
H
衡
や
、
無
字
歓
に
整
備
さ
れ
た
。
四
字
紙
の
四
字
と
は
、

薙
正
昧
批
論
旨
巻
一
五

・
郭
鋲

・
六
年
三
月
一
九
日
僚
に
よ
れ
ば
、
「
交
通
頻

繁
な
る
こ
と
を
街
、
政
治
業
務
激
し
い
こ
と
を
繁
、
税
糧
の
滞
納
多
き
こ
と
を
疲
、
風
俗
純
朴
な
ら
ず
犯
罪
事
件
多
き
こ
と
を
難
の
字
で
そ
れ

(
幻
)

ぞ
れ
表
現
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

歓
の
構
成
要
件
で
あ
る
衝

・
繁

・
疲

・
難
の
四
等
の
字
の
端
緒
形
態
は
、
元
の
朱
思
本
の
原
因
を
明
の
羅
洪
先
(
今
ω
惹
)
が
増
築
し
て
、
嘉

靖
四
十
年

ハ
一
五
六
一
〉

に
漸
江
布
政
使
胡
松
の
手
で
刊
補
さ
れ
た
『
麿
輿
園
』
(
蔦
暦
七
年
重
刊
本
)
に
現
わ
れ
た
。
但
し
、

表
2
の
庚
輿
園
の

段
階
で
は

一
燃
の
繁
簡
度
が
煩
に
つ
い
て
は
上

・
中

(沖
)
・
下
、
筒
(
僻
)
に
つ
い
て
は
上
・
中
・
下
と
各
お
の
一
二
ラ
ン
ク
に
分
け
ら
れ
て

は
い
る
が
、
煩
・
簡
の
具
鐙
的
説
明
が
な
い
。

隆
慶
元
年
(
一
五
六
七
)
の
吏
部
向
書
楊
博
の
「
議
天
下
郡
鯨
繁
簡
疏
」
(
皇
明
奏
疏
類
紗
巻
四
O
、
輿
困
類
)
に
は
、
「
郡
牒
の

如
き
は
、
向
来

繁
簡
・
衝
僻
・
難
易
を
分
た
ざ
れ
ば
則
ち
州
労
す
る
者
は
勧
む
る
所
な
く
逸
る
る
者
は
懲
し
む
る
所
な
く
、
繁
を
避
け
て
衡
を
求
め
、
衝
を

避
け
て
僻
を
求
め
、
難
を
避
け
て
易
を
求
む
」
と
い
う
如
く
、
吏
治
の
貫
績
を
上
げ
る
硯
貼
よ
り
、
官
僚
考
課
の
上
に
税
糧
主
瞳
の
洪
武
の
奮

則
例
の
繁
簡
と
は
異
な
る
贋
輿
固
系
統
の
繁
僚
に
加
え
て
、
更
に
衝
僻
・
難
易
の
二
要
件
を
採
用
す
べ
き
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
裁
可
さ
れ
た
黙

が
み
え
る
。

今
回
、
全
閣
の
府
州
鯨
は
各
お
の
三
等
級
に
区
別
さ
れ
、
「
陸
擢
」
と
毎
年
の
「
行
取
」
の
際
に
は
、
上
等
・
中
等

・
下
等
の
府
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州
豚
般
の
ラ

ン
ク
、
年
功

(
「
歳
月
之
遅
速
」)
、
任
官
時
の
資
格
(
「
官
資
之
高
下」
)、「
考
語

・
奨
薦
」
と
い
う
四
候
件
を
総
合
評
債
せ
よ
と
の
詔

が
下
っ
た
。
府
州
豚
絞
の
上
中
下
三
等
の
ラ
ン
ク
の
認
定
要
件
に
つ
い
て
は
、
「
過
方
残
破
、
遠
方
困
態
、
盗
賊
狙
獄
、
突
診
頻
伯
、
衝
繁
難

支
、
乃
疲
難
治
は
上
と
魚
し
梢
や
易
き
は
中
と
魚
し
易
き
は
下
と
帰
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
六
種
の
要
件
が
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
要

件
は
、
表
2
の
大
明
官
制
大
全
や
大
清
仕
籍
全
書
の
依
の
認
定
要
件
で
あ
る
衝
・

繁

・
症
・
難
の
貫
鰻
を
ほ
ぼ
示
し
て
い
る
。
六
種
の
要
件
に

一
該
嘗
す
る
地
域
と
し
て
は
、
北
直
隷

・
漸
江

・
江
西

・
一
踊
建

・
湖
贋
・
麿
東

・
贋
西
・
貴
州
の
九
直
省
の
説
明
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

三
等
制
の
府
州
鯨
の
ポ
ス
ト
が
定
着
し
た
か
と
い
う
瓢
は
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
蔦
暦
十
三
年
〈
一
五
八
五
〉
脱
稿
の



重
修
舎
典
に
、
前
述
の
衝
・
繁
・
疲
・
難
に
基
づ
く
三
等
の
府
州
鯨
飲
の
等
級
が
見
え
ず
、
依
然
と
し
て
繁
豚
と
簡
燃
の
聞
の
更
調
制
が
行
わ

れ
て
い
た
貼
、
場
修
篠
例
備
考
巻
二
、
選
官
抽
畿
註
歓
以
示
至
公
に
み
え
る
寓
暦
二
十
二
年
八
月
の
吏
部
の
題
本
に
、
「
諸
依
の
中
に
煩
筒
あ

り
」
と
み
え
る
期
、
さ
ら
に
は
蔦
暦
三
十
八
年
庚
成
科
序
歯
録
一
巻
に
も
、
更
調
は
繁
鯨
・
筒
豚
の
聞
で
行
わ
れ
て
い
た
貼
が
あ
げ
ら
れ
る
。

だ
が
、
具
佳
的
内
容
を
も
っ
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
ほ
ぼ
明
確
な
要
件
に
基
づ
く
繁
豚
・
簡
豚
の
匿
分
が
出
来
上
る
の
は
、
贋
輿
固
よ
り
四
字

世
紀
後
、
江
西
臨
江
府
新
轍
豚
丞
の
陶
承
慶
が
校
正
し
、
士
口
安
府
慮
陵
鯨
末
風
干
の
葉
時
用
が
増
補
し
て
、
高
暦
十
四
年
(
一
五
八
六
〉
に
賓
善

堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
重
刻
増
補
京
板

『
大
明
官
制
大
全
』
(
大
明
一
統
文
武
諸
司
街
門
官
制
〉
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
表
2
に
摘
記
し
た
大
明
官
制

大
全
で
は
、
里
甲
の
「
編
戸
」

H
H
里
数
を
記
し
て
い
る
貼
は
庚
輿
園
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
鯨
飲
の
有
無
、
土
「
地
」
の
要
衝
の
所
H
衝
、
行

政
「
事
」
務
の
繁
劇
な
所
リ
繁
、
糧
・
差
が
重
く
蓮
負
の
多
い
所
H
H
疲
、
「
民
」
の
乃
・
頑
・
貧
・
疲
、
「
俗
」
の
殺
惇
や
「
多
盗
」
「
水
患
」

「
訟
繁
」
の
所
H
難
の
各
内
容
が
ほ
ぼ
明
確
化
し
た
。

表
2
「
明
・
清
各
豚
の
統
治
上
の
繁
簡
度
」
中
の
大
明
官
制
大
全
に
み
え
る
明
代
お
牒
は
、
繁
鯨
・
筒
豚
の
何
れ
に
判
定
し
た
ら
よ
い
か
。
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こ
れ
は
、
贋
輿
園
の
煩
簡
度
及
び
寓
暦
三
十
八
年
(
一
六
一

O
〉
庚
成
科
序
歯
録
一
巻
の
雨
者
、
特
に
調
繁
・
調
簡
の
表
現
が
現
わ
れ
る
後
者

に
擦
っ
て
、
表
2
に
閥
係
あ
る
各
省
出
身
の
準
士
初
任
知
牒
が
調
ぜ
ら
れ
た
繁
燃
と
は
、
一
一
躍
四
字
の
字
数
の
何
字
以
上
を
指
し
て
い
た
か
、

と
い
う
貼
か
ら
推
定
し
た
い
。
こ
の
黙
を
表
3
「表
2
の
直
省
に
閥
係
あ
る
繁
鯨
の
事
例
」
で
確
認
し
た
場
合
、
車
用
強
牒
が

一
字
で
あ
る
以

外
、
他
の

M
M脚
は
全
て
二
字
以
上
が
繁
幌
に
相
首
す
る
。
こ
れ
を
基
準
に
繁

・
衡
の
鯨
歓
を
推
定
し
た
の
が
表
2
の
大
明
官
制
大
全
の
依
の
項

で
あ
る
。
明
代
お
豚
の
中
、
繁
問
問
は
目
、
簡
豚
は

6
を
数
え
る
が
、
地
域
別
で
は
、
華
中
・
華
南
は
殆
ど
繁
鯨
で
あ
り
、
華
北
は
繁
簡
相
い
牢

ば
し
て
い
る
。

既
述
の
潅
正
六
年
に
確
立
し
た
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
四
等
の
字
の
組
合
わ
せ
に
擦
る
清
代
初
豚
の
固
定
化
さ
れ
た
依
は
、
清
・
卿
雲
閣
主
人

編
の
乾
隆
二
十
八
年
(
一
七
六
三
〉
刊
『
大
清
仕
籍
金
書
』
に
擦
っ
て
表
2
に
ま
と
め
た
。
大
清
仕
籍
全
書
に
は
、
飲
の
固
定
化
の
要
件
で
あ

87 

る
四
等
の
字
に
つ
い
て
の
内
容
ま
で
は
最
早
や
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
地
丁
銀
・
漕
糧
・
倉
穀
・
養
廉
銀
・
雑
税
銀
や
乾
隆
二
十
八
年
時
の
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*知豚の出身は，表5の地方志の職官i依傑に援る。
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表 2 明・清各豚の統治上の繁簡度
i 大帝仕籍金書 (1干国年刊〉

"， 「?牡〔石〉戸明F 議
¥ 定要件富市l p 額穀 牙嘗蓄電の出身

北高鍵〈策諸域定説〉阿dぞ宇|凪叫 |叫叫 叫鉢公 劉虐Z〉
|華l}隷直一 府勝~ [竹|衝 [・16.2i-31 1 14.000[ 8001緋馬9公0匹310605||(丁進士巳〉
l河匙語講 !イ繁 1. 5同 7[ 7. 5751 20. OOOi川01 700[監生

北 韓 Elおおす 1.20. 0001
1
• 
200

1 857[ 
1 !南 ( ・20.0001 1. 2001 8 監生

(8J函東( 一 12.200[ 2.州乙州 叫|貢生

エi 長治禁 I'*'[~ filt l (糧銀~1O[ 1. 16.0001 8001 _2'9001壬申山〈附附〉中繁難 田制 16.醐醐 1蜘門
豚西忍ナ1-1層附霊)1要|繁難I(場r.6991 [. 16，0001 8叫 川崎突)

|雲間繁疲難[.4印

同|衝 |企問21 3.吋 20.州川01"69，叫主主〉
華 |要1繁疲難1企 69.221 1明白ー1米0共~l641 20. 0001 1. 2001 2951貢生

l l i中|捌州川川 8∞ 1.9山 貢

中 1要1繁疲難ll -104， 431 |1(潤白ー6米5共~i701 17.16911.6001 8821拳人

(江!ち左翼議 |中|繁難1・6山
|11量(富江草附塁、)[要|街疲難卜46，58012222ia &叫 1.2何20匹叫(註〕
|湖注ま議 |要|衝繁難122. 780i &吋 4問。|川01

ihiゐ需附襲)[雲|衝繁疲 |ω2 ι叫 52.740[1， 2001 391c進土〕
irふ需品)1要陣難|品叫 間 11 9，2州1.2001 |戊辰

381c進士〉
IRl嘉照点 |中陣 1 3.5641 | 仏吋 6∞ 同保拳

雪丁持Il者 |要|繁疲難|山明 i-5同 81川01 3吋監生

建顧問害諮問十 29，152[ 間 41叫阿川O! 川1[孝人
(建府寧〕 l l(甑附寧郭勝~ I中l間 見 広お01 &利則131ω01 2.869[C丙進士辰) 
潮(潮陽州 府鯨)|l要[繁疲難 27.5471 1 70，州 1.0001 [(進工〉

[100.州 1，5001 |参入
(新庚州舎府附豚郭)[要1繁疲難|| 3， | | 1 40.州川01

君主州議 (中|繁細 川241 間 7|2問3[川11 Ic不明〉
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表 3 表 2 の直省にI~日係ある繁豚の事例 調繁知脈(進土〉の場合一

| 調繁 |編戸i

繁 脈(捌 | | |設官1 c市〉
i 知豚 ic型);

北車1両m強両脈〈員定王府契嗣州)I幅緒呈秀一 || 24l 無鉱 鏡

I i%*~~1Îl I 巾丞!頗儀

河洛陽豚(河南府附郭)i文朔鳳 |加全設| 衝

霊費豚(侠 州)I石膝嵩 |由設街

の 認 定要 件 | 

)! c疲) I C難)

・糧・ l差・ 盗 i 
賦筏 :民・俗 訟苛: 治|

|重 1 ~1l治

南汝陽豚(蹄府附郭)I楊E鯨 |明丞l軍民組

山 |歴城豚(済南府附郭)I張爽明 I 98
1

-;::丞有落:東 I I1E-I'JXal，"，(FfffJn-J PI1 'l'P) I 1llê~~J 1 全設! 衝
下両~-~--r---=三 7 

山陽曲豚(太原府附郭)I越鵬程 |唯設|

西検次l際(太原府)I葛如麟 iぬ耳 目巴
警 |長安蘇(西安府附郭)I李倖然 !咋設| 衝

1--1 

劇| | 疲多盗車 !丹徒豚(鎖江府附郭)I趨昌期 片401全設)演江橋河|繁
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知
綜
の
出
身
が
記
さ
れ
て
い
る
。
清
代
お
懸
の
中
、
最
要
絞
の
燃
は

2
、
要
級
の
燃
は
口
、
中
級
の
豚
は
8
、
衡
依
の
燃
は

5
を
数
え
、
中
級

(
二
字
〉
以
上
が
明
代
の
繁
燃
に
相
嘗
し
て
い
る
。
明
・
清
を
逼
じ
て
繁
・
衡
に
饗
化
の
み
ら
れ
た
の
は
、
築
城
・
清
河
・
相
漕
・
寧
化
・
貴

の
五
鯨
に
過
ぎ
な
い
。

次
に
、
明
代
の
繁
鯨
・
僚
瞬
、
清
代
の
最
要
・
要
・
中
・
筒
依
の
各
豚
に
就
任
し
た
知
懸
の
昇
官
・
更
調
の
動
向
を
み
よ
う
。
表
2
の
大
明

官
制
大
全
の
刊
行
さ
れ
た
蔦
暦
十
四
年
時
の
知
鯨
の
出
身
を
各
地
方
志
の
職
官
僚
よ
り
検
出
し
た
場
合
、
明
代
お
鯨
の
出
身
不
明
者
を
除
い
た

繁
豚
日
鯨
中
の
ロ
鯨
は
進
士
で
占
め
ら
れ
、
同
じ
く
筒
鯨
4
豚
は
進
士
一
人
、
翠
人
二
人
、
貫
生
一
人
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
繁
・

衡
の
知
鯨
飲
に
お
け
る
各
出
身
の
配
分
は
、
明
代
の
吏
部
に
よ
る
地
方
官
選
任
過
程
(
鐙
選
〉
の
特
徴
を
示
す
。
望
月
(
偶
数
月
〉
の
大
濯
で
知

豚
(
又
は
推
官
)
に
任
命
さ
れ
、
或
は
望
月
〈
奇
数
月
)
の
念
濯
で
中
央
の
科
・
道
・
六
部
司
官
に
行
取
さ
れ
る
準
土
・
拳
人
・
貢
生
・
監
生
出

身
者
の
中
、
準
土
出
身
の
知
牒
に
限
定
し
た
場
合
、
選
任
時
に
お
け
る
繁
依
・
簡
歓
の
割
合
と
、
轄
任
時
に
お
け
る
統
治
能
力
の
有
無
に
基
づ

く
同
一
品
級
内
の
繁
絞
J
僚
級
聞
の
鞍
替
え
を
意
味
す
る
更
調
さ
せ
ら
れ
た
者
の
割
合
と
は
、
表
4
の
通
り
で
あ
っ
た
。

嘉
靖
美
丑
(
三
十
二
年
)
科
準
土
同
年
便
覧
録
一
巻
H
H
a

と
、
蔦
暦
三
十
八
年
庚
成
科
序
歯
録
一
巻
H
H
b

と
よ
り
作
成
し
た
表
4

「
同
年
進
士

の
知
将
就
任
繁
簡
比
率
」
に
よ
れ
ば
、
知
鯨
を
一
期

(
a
七
一
了
一
%
、

b
五
0
・
八
%
)
、
二
期

(
a
三
ハ
・
六
%
、

b
四
二
・
九
%
)
、
三
期

(
a
一・

一
Mm、
b
四・ご一
Mm〉
と
勤
め
た
者
の
中
、
準
土
初
任
官
で
繁
牒
の
知
燃
に
就
任
し
た
者
主
、

a
で
ま
旧
仰
向
×

5
0
H
芯
-HM尽
を
占
め
、

b
で
は

t

t

H

A

山。

b
同l
×
H
S
H
E
-
∞
川
氏
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
外
補
制
成
立
後
の
清
代
の
進
士
初
任
官
の
そ
れ
と
は
全
く
逆
の
傾
向
を
示
し
て

HHN 

い
た
。
筒
豚
の
知
燃
に
就
任
し
た
者
は
、

a
で
は
一
二
・
八
Mm、
b
で
は
二
五
Mm
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
中
、
簡
鯨
よ
り
繁
勝
へ
、
又
は
繁

(
明

ω
)

鯨
よ
り
衡
豚
へ
更
調
さ
れ
た
者
士
、

a
で
ま
い
同
l

×
H
g
H
E
∞川氏、

b
で
ま
恥
口
1

×
5
0
H
ロ
・
∞
ぶ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

t

t

H

。
。
・

t

ロN

問
題
は
、
表
4
の
進
士
出
身
知
鯨
の
繁
簡
互
調
の
者
が

a
で
は
一

0
・
六
Mm、
b
で
は
一
七
・
八
Mm
に
過
ぎ
な
い
貼
で
あ
る
。
こ
の
事
寅

N
C

、

H
J可

と
、
簡
厭
だ
け
に
在
任
し
た
者
が

a
凶
刷
叫
×

5
0
H
見
-HW欲

b

叫阿川町×

5
0
H
E
-
H
川
氏
と
倶
に
十
数
Mm
に
過
ぎ
な
か
っ
た
軸
'
、
並
び
に
繁

螺
だ
け
に
在
任
し
た
者
が

a
山
部
×

H
g
H
g
ミ
、

b
山
間
×

H
g
H
E狭
と
倶
に
数
十
議
の
高
率
で
あ
っ
た
黙
と
を
考
え
併
せ
た
場

- 91ー
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合
、
そ
こ
に
は
選
任
・
穂
任
に
お
け
る
進
士
に
謝
す
る
優
遇
措
置
が
窺
見
で
き
る
。

要
す
る
に
、
表
2
の
大
明
官
制
大
全
の
蔦
暦
十
四
年
時
の
お
豚
中
の
繁
鉄
が
殆
ど
進
士
で
占
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
繁
・
簡
の
更
調
を
少
数

に
止
め
て
、
進
士
の
大
半
を
繁
絞
に
温
存
す
る
と
い
う
前
述
の
賓
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

繁
簡
互
調
の
制
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
撫
按
の
奏
請
さ
ら
に
は
吏
部
の
裁
量
に
よ
っ
て
濫
設
さ
れ
、
官
僚
政
治
(
吏
治
〉
に

ハ
見
)

弊
害
を
来
す
恐
れ
も
あ
っ
た
。
特
に
大
選
・
急
濯
を
、
通
じ
て
地
方
官
の
詮
濯
を
一
手
に
引
受
け
る
吏
部
に
射
し
て
は
、
権
力
を
も
っ
高
額
官
僚

(
権
貴
〉
の
請
託
が
激
し
く
、
こ
れ
を
杜
す
た
め
に
創
出
さ
れ
た
の
が
高
暦
二
十
二
年
八
月
の
吏
部
向
書
孫
亙
揚
の
手
に
な
る
「
抽
範
之
法
」
所

調
る
撃
銃
法
で
あ
っ
た
。
だ
が
能
力
差
の
あ
る
官
僚
を
、
こ
れ
ま
た
繁
簡
の
地
域
差
の
あ
る
歓
に
禦
畿
で
機
械
的
に
一
律
に
配
分
す
る
こ
と

(
M
)
 

は
、
「
(
依
H
)
地
の
た
め
に
人
を
揮
び
、
事
の
た
め
に
才
を
揮
ぶ
」
鈴
選
の
主
旨
に
背
い
て
い
た
。
高
暦
二
十
六
年
六
月
の
吏
部
の
覆
疏
は
、

全
園
を
東
北
・
東
南
・
西
北
・
西
南
の
四
地
域
(
四
筒
)
に
分
け
た
の
ち
、
「
科
・
貢
は
前
に
三
名
を
考
濯
し
、
進
士
と
同
に
優
依
を
製
せ
し

(お
)

む
。
其
の
徐
の
翠

・
監
は
の
お
議
有
る
の
進
土
と
一
概
に
抽
選
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
優
絞
H
H
繁
豚
に
は
殆
ど
進
士
を
充
て
、
翠
人
・
貢
生
・

監
生
は
僅
か
に
三
名
だ
け
を
充
て
る
と
い
う
隼
畿
に
お
け
る
露
骨
な
準
土
資
格
の
偏
重
主
義
を
貫
い
て
い
た
。
高
暦
野
獲
編
巻
十
一
、
製
銃
授

う
ら
ぐ
ち

官
に
は
、
南
北
・
遠
近
・
原
籍
等
の
各
匡
分
(
筒
)
が
設
け
ら
れ
て
も
、
官
界
に
有
力
な
「
径
貧
」
の
な
い
者
は
貧
乏
載
を
引
か
さ
れ
た
こ
と
、

特
に
吏
部
文
選
司
の
捲
嘗
官
僚
は
、
大
選
の
二
、
三
日
前
に
な
る
と
畿
の
長
短

・
大
小
・
厚
薄
等
を
外
部
に
ほ
の
め
か
す
者
さ
え
い
た
、
と
い

- 93一

ぅ
。
春
明
夢
蝕
録
巻
三
四
、
吏
部
に
み
え
る
崇
禎
三
年
三
六
三

O
〉
六
月
の
河
南
道
試
御
史
王
道
純
の
上
疏
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

H

拳

人
・
貢
監
生
と
も
な
れ
ば
、

一
旦
引
き
嘗
て
た
載
に
は
従
う
の
み
で
あ
る
。
蓮
司
官
は
準
土
に
劃
し
て
は
数
畿
を
取
り
出
し
て
選
ば
せ
た
上
、

一
該
準
土
が
美
歓
を
引
き
嘗
て
る
と
知
ら
ん
顔
で
盗
ま
せ
て
し
ま
う
が
、
貧
乏
載
を
引
き
嘗
て
た
時
は
次
回
の
候
濯
を
許
す
こ
と
さ
え
し
た
(
拘

(
お
)

縮
酬
の
弊
〉
H

、
と
。

93 

要
す
る
に
、
型
宇
都
品
法
に
よ
っ
て
も
、
明
代
地
方
官
の
繁
依
は
準
土
に
濁
占
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

智
一
筆
法
は
清
代
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
勢
害
は
本
人
若
し
く
は
吏
部
の
堂
官
が
代
理
し
て
抽
識
を
行
う
こ
と
に
護
端
し
た
。
康
照
年
間
に
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(
U
)
 

は
吏
部
官
僚
に
贈
賄
し
て
自
己
の
墓
む
歓
を
抽
銃
さ
せ
る

「
坐
鎮
の
弊
」
が
額
著
と
な
っ
た
。
だ
が
近
藤
秀
樹
読
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
が
弊
宮
一
白

を
伴
い
つ
つ
も
清
末
ま
で
維
持
さ
れ
た
の
は
、
権
貴
の
請
托
を
排
除
し
て
朋
黛
の
一
暗
躍
を
封
ず
る
黙
に
お
い
て
濁
裁
君
主
権
力
の
浸
透
を
一
歩

前
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
の
最
大
の
飲
陥
こ
そ
は
、
適
材
適
所
主
義
が
失
わ
れ
て
悪
卒
等
を
生
じ
、
貫
際

政
治
に
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
も
た
ら
し
た
貼
に
あ
っ
た
。
吏
治
の
粛
清
に
奮
勘
し
た
薙
正
一帝
が
、
こ
の
課
題
解
決
の
た
め
に
創
出
し
た
の
が

(

叩

山

)

そ
の
官
界
に
お
け
る
質
務
経
験
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
推
し
測
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
外
補
の
制
」
で
あ
っ

「
官
僚
の
人
材
と
し
て
の
適
否
を
、

Tこ
具
韓
的
に
は
、
吏
部
の
部
選
H
月
選
で
機
械
的
に
繁
衡
の
飲
に
振
り
分
け
ら
れ
た
州
鯨
官
は
、
明
代
以
来
の
繁
簡
互
調
の
法
に
よ
っ
て
歓
を

交
替
さ
せ
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
運
用
に
は
具
陸
的
規
定
が
な
く
、
薙
正
一
帝
即
位
の
頃
に
は
、
「
調
繁
調
簡
は
流
弊
相
い
治
い
、
寛
に
督
撫
が

(
m
m
〉

利
を
射
う
の
蔽
と
な
る
」
と
い
う
紋
態
に
な
っ
た
。
こ
の
調
繁
調
簡
の
法
を
改
善
し
た
の
が
、
繁
紋
が
空
い
た
場
合
、
地
方
行
政
責
務
に
経
験

- 94-

済
み
の
同
一
品
級
の
現
任
官
を
そ
の
飲
に
横
す
べ
り
さ
せ
(
調
補
)
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
空
歓
を
貫
務
未
経
験
の
月
選
の
候
選
官
で
補
充
す
る

方
法
で
あ
っ
た
。
調
補
の
た
め
の
紙
リ
調
歓
を
分
類
登
録
す
る
方
法
は
、
既
述
の
よ
う
に
潅
正
六
年
三
月
十
九
日
、
贋
西
布
政
使
郭
鋲
に
よ
っ

て
「
衝
・

繁

・
疲
・

難
」
の
四
等
の
字
の
組
合
わ
せ
で
行
う
こ
と
が
建
議
さ
れ
、
同
九
年
十
二
月
、
同
知
以
下
知
鯨
に
至
る
各
紙
は
四
字
鉄
、

三
字
依
を
督
撫
に
よ
り
「
具
題
調
補
」
さ
せ
る
こ
と
で
寅
施
に
移
さ
れ
た
。
近
藤
氏
の
所
謂
る
調
依
の
制
定
と
外
補
の
創
始
で
あ
る
。
以
後
、

乾
隆
十
三
年
に
は
、
督
撫
の
具
題
に
よ
る
陸
補
つ
ま
り
下
級
か
ら
の
陸
任
を
許
す
歓
で
あ
る
題
飲
が
制
定
さ
れ
、
題
依
は
貫
質
歴
任
年
月
日
歴

俸
の
五
年
以
上
、
調
飲
は
歴
俸
三
年
以
上
と
し
て
外
補
の
制
は
法
制
化
さ
れ
た
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
外
補
の
制
は
、
吏
部
を
媒
介
と
し
な
い
外
省
の
督
撫
に
よ
る
、
官
僚
昇
進
の
詮
選
鐙
系
の
創
出
と
し
て
極
め
て
重
要
な

(
m山
)

意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
吏
部
の
月
選
に
よ
る
二
字
・
一
字
・
無
字
紙
と
、
四
字
・
三
字
依
の
外
補
依
(
調
依
・
題
依
〉
と
の
比
率
を
問
題
と
し
よ
う
。
近

(
幻
〉

藤
氏
作
成
の
表
よ
り
割
合
を
算
出
し
た
場
合
、
鯨
飲
の
外
補
紋
は
四
字
紙
が
四
・

O
四
Mm、
三
字
依
が
一
七
・
二
六
Mm
の
計
一
二
・
三

O
%に



過
ぎ
な
か
っ
た
。
残
り
の
約
八
割
弱
は
二
字
・
一
字
・
無
字
紙
の
部
選
依
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
近
日
督
撫
定
む
る
所
の
衝
繁
疲
難
の
歓
は
、

(
鐙
)

北
方
の
四
項
を
粂
ぬ
る
者
は
、
僅
か
に
南
の
三
を
粂
ぬ
る
に
比
し
、
北
方
の
二
項
を
粂
ぬ
る
者
は
、
僅
か
に
南
の
簡
依
に
比
す
る
の
み
」
と
い

う
よ
う
に
、
外
補
・
部
選
の
雨
依
と
も
南
北
の
地
域
差
の
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
表
2
に
立
返
っ
て
み
よ
う
。
大
清
仕
籍
全
書
の
刊
行
さ
れ
た
乾
隆
二
十
八
年
嘗
時
の
四
ラ
ン
ク
お
鯨
の
知
鯨
が
、
進
士
・
翠
人
・

貫
生
・
監
生
・
例
監
生
・
保
翠
の
各
出
身
者
に
綿
花
的
に
配
分
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
代
と
異
な
る
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
十
名
の
準
士
出
身

知
鯨
に
限
定
し
た
場
合
、
簡
飲
は
三
人
、
中
依
は
三
人
、
要
絞
は
三
人
、
最
要
飲
は
一
人
で
あ
る
。
叉
例
監
生
が
要
歓
を
占
め
、
保
皐
が
中
H
献

を
占
め
て
い
る
貼
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
の
清
代
進
士
の
筒
飲
・
中
級
へ
の
配
分
比
率
の
増
大
は
、
明
代
で
は
殆
ど
進
士
で
占
め
ら

れ
た
は
ず
の
、
外
補
絞
の
摩
人
・
貢
生
・
監
生
へ
の
解
放
に
よ
る
必
然
的
な
結
果
で
も
あ
っ
た
。
同
時
に
、
四
ラ

ン
ク
の
歓
へ
各
資
格
の
出
身

者
が
綿
花
的
に
配
分
さ
れ
た
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
選
任
制
に
お
い
て
明
代
の
進
士
資
格
優
遇
主
義
か
ら
、
清
代
の
謂
わ
ば
人
物
・
能
力

重
視
主
義
の
下
で
、
各
資
格
に
昇
進
の
展
墓
が
聞
け
て
い
た
賓
態
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

回

h
dnu 
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資
格
身
分
の
懸
官
ポ
ス
ト
へ
の
貫
徹

明
清
時
代
の
末
端
行
政
車
位
で
あ
る
鯨
の
各
級
ポ
ス
ト
に
、
科
翠
制
下
の
終
身
の
資
格
身
分
で
あ
る
進
士

・
奉
人
・
貫
生

・
監
生
・
生
員
、

或
は
膏
吏
・
薦
事
の
各
出
身
者
が
如
何
な
る
比
率
で
存
在
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
清
代
地
方
志
の
職
官
表
に
擦
り
、
各
王
朝
の
前
期
(
洪
武
l

宣
徳
、
順
治
1
康
照
)
、
中
期
(
正
統
1
正
徳
、
落
正
1
乾
隆
)
、
後
期
(
嘉
靖
1
崇
頑
、
嘉
慶
l
宣
統
〉
と
、
華
北
・
華
中
・
華
南
の
地
域
別
と
が
同
時

に
讃
み
と
れ
る
よ
う
に
統
計
化
し
た
の
が
以
下
の
表
5
・
6
で
あ
る
。
そ
の
際
、
統
計
化
の
過
程
を
、
「
時
代
別
・
地
域
別
に
み
た
知
鯨
任
官

者
の
出
身
別
割
合
」
と
し
て
、
明
・
清
の
前
期
の
み
に
つ
い
て
例
示
し
た
の
が
表
5
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
明
代
お
豚
、
清
代
初
燃
の
地
域
別

配
分
は
、
明
・
清
を
通
じ
て
職
官
表
に
出
身
資
格
の
明
記
が
最
も
一
貫
し
て
い
る
も
の
を
取
捨
選
揮
し
た
の
ち
、
表
中
の
華
北
・
葦
中
・
華
南

の
各
省
数
に
庭
じ
て
配
列
し
た
。
各
燃
の
繁
節
度
は
、
前
述
の
よ
う
に
明
代
で
は
大
明
官
制
大
全
、
清
代
で
は
大
清
仕
籍
金
書
に
基
づ
い
て
推
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表 5 時代別 ・地域別にみた知豚任官者の出身別割合

*煩を避けるため，地方志職官僚のを数の註記は省略した。

lで年ft\ミミ地ミ師F丹\-=地三方iJ九1.~九\名L\-『と一ご旦L一 1 繁開度 ，!L 士 |軍 人 |抗生 |監生 |生 貝1荷吏 |推煎 不明

明 |情 1明 r;-]明 |市1明l消 |明 |消|明 |滑 |明 |滑 |明l消1明 |滑

l 9事世界王志 !日 | 1 51 1 1 51 1 31 1 1 1 1 61 3 
北直線

1 51 1'1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 7 華 同ft;凶間制限芯 |繁 1fTIIl 
|光締31(叫醐志 1l1li1 Dl¥ 1 21"1 1川11 9 1 1 1 31 

北河術

1 1'， ( 開 8(1附印刷干志 IIl1II聞 191 1 71 !' 1 1 1 1 
|;山刷協官邸醐酎 i~' !嬰 14 1 1.， 1 1 21 1"1 1 8 
話 |光 給 制m 長治略志 |緊 |中 11 61 1 51 ! 51 1 31 

山西
l光絡8(1関川陽鯨志 11要 11 ，1 i 81 I 9 1 i 1 1 1 1 

侠 西 |同治11(187州安牒志 i~"四1 1 31 1 51 1 31 i 3 1 
飽 只 股 | 1 21ぉ 11 1，1 1 1 1381 1 1'31 I 11 1 '! 19 1 25 

前 ((b)=(n)の飽和〕 平均只倣(.)' 1 21" 71 1 1 5 ，1 1 1，.71 1 12 11 1'1 1 1 I I 1147135 
(b)明9.7j，I23.1 t×100% |飢 6120.3110や刷物4川9.01 1，判仰1r… |寸1

1
1 : 1 1州 1: 1 1

1
1 1 21

1 
1 問自殺 光IK2 (1876)l，'1河野北'[-: 繁 簡 5 I I 5 I I 1 I I 2 7 1 16 

結11221j閣総18)繁 |要 11 81 1 71 1 71 1 61 
願(洪霊寸 安依光1~29 (1叩3)府酬志斑判 'Þ11 7 11 9 11 1 1 1 5 1 1 6 i 31 

|光緒8(1田川安脈芯 繁 |要 11131131 171151 ~I 
治武 断江 l光緒3(附 ~I 11中
阻 ~ I 江 西 | 附 9 (1則前紅眠緊|喫|い 1 1 '1 I 71 1 1 
照徳1脈 i光紙15(1附附机;1 fJi11要 11 61 1 31 1 51 1 1 1 113 

湖南 |同治則制御断+ 紫|悶11 51 1 51 1 71 1 31 
湖北 |光1M8 (1附京岡将志 紫|要 1'12111311'1131

|四川 |同治5(1師叫眠志 繁 |中i1 21 1 11 
組 J1 数 1 ，1521 3 1臼 |21曲 1313711311311121田 175

! 日b)=(叫の絶和〕 平均只1'，(.)1 1 1 1 ，.71 1.51 5.91 2 1 6 1吋吋 11・51 I 21 s. 5 7. 

…lJF)|;;iijfill:i:1111211 11l 

A|肢 Jr:::::;立に!日11i;|11 111|;| 円
1 泊光却21(刷

西 |叩光畑畑で寸寸緒能伽勺勺勺22コマγア2二?γi;ごr8U側7的的:

! 制叩=咽吋ω
棚 1凶Z日5消仰伽2引1.8 ト100"/0 1 i 1 811 5.11 8119.21 8120.61 叫12.81 16.81 

|1  1 61 

|1 1 I 1 51 2 
1 1十止
1 1 21 l' 1 
「門τ~
11 1 1 I 3 
|1 1 31 21剖 110
111吋 2

1叫M
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定
し
た
。
明
・
清
を
通
じ
て
、
華
中
・
華
南
は
殆
ど
繁
絞
で
あ
り
、
華
北
は
繁
・
簡
相
い
半
ば
し
て
い
る
。
又
、
卒
均
員
数
例
は
、
組
員
数
を

一
該
嘗
す
る
鯨
志
の
教
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
卒
均
員
数
例
の
割
合
は
、
進
士
J
不
明
に
至
る
各
出
身
の
同
の
糟
和
で
あ
る
刷
で
同
を
除
し
て

百
倍
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
6
「
時
代
別
・
地
域
別
の
知
豚
・
鯨
丞
任
官
者
の
出
身
別
割
合
」
よ
り
検
討
し
よ
う
。
各
地
域
の
卒
均
値
、
例
え
ば
華
北
卒
均
値
(
%
〉

は
、
前
・
中
・
後
三
期
の
各
出
身
別
の
卒
均
員
数
の
割
合
を
合
計
し
て
、
三
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
全
園
卒
均
値
も
、
華
北
・
華

中
・
華
南
の
三
地
域
の
卒
均
値
を
合
計
し
て
三
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
表
を
含
め
て
、
知
鯨
J
訓
導
に
及
ぶ
出
身
不
明
者
の

全
園
卒
均
値
は
、
明
代
は
清
代
よ
り
も
割
合
が
大
き
く
三
割
を
越
え
て
い
た
。

〔
正
七
品
知
鯨
の
各
出
身
者
〕

表
6
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
準
土
・
奉
人
出
身
知
鯨
は
、
全
地
域
の
ほ
ぼ
中
・
後
期
に
増
大
し
た
。
特
に
華

中
・
華
南
の
中
・
後
期
に
お
け
る
進
士
の
著
増
は
、
そ
の
繁
飲
占
有
朕
況
を
示
し
て
い
た
。
貢
生
・
監
生
以
下
の
出
身
知
鯨
の
割
合
は
、
微
々

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
全
園
卒
均
値
は
、
準
士
二
六
Mm、
暴
人
一
九
・
三
Mm、
貢
生
五
・
三
労
、
監
生
九
・
八
%
、
背
吏
三
M
m
(但
し
、
華
南
中

期
の
新
曾
豚
の
み
の
統
計
の
た
め
、
質
質
は
0
%
に
等
し
い
〉
、
薦
事
二
・
六
Mm
で
あ
り
、
進
士
出
身
者
の
割
合
が
断
然
ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
た
。

清
代
の
各
出
身
知
鯨
は
、
前
・
中
期
に
増
大
し
、
む
し
ろ
後
期
に
は
減
少
し
た
。
そ
の
全
園
卒
均
値
は
、
進
士
二
ハ
・
三
%
、
参
入
二
六
・

一
一%
、
貢
生
一
四
・
三
Mm、
監
生
二
ニ
・
固
形
、
生
員
四
・
七
Mm、
背
吏
三
・
四
Mm、
薦
場
三
・
七
Mm
で
あ
っ
た
。

- 97ー

明
・
清
を
比
べ
た
大
き
な
特
徴
は
、
次
の
貼
で
あ
っ
た
。
清
代
の
準
土
出
身
知
鯨
約
二
ハ
・
三
Mm
は
、
明
代
に
比
べ
て
約
十

Mm
減
少
し
た

が
、
清
代
の
奉
人
出
身
知
腕
は
、
明
代
よ
り
約
十
Mm増
加
し
て
約
二
六
・
一

Mm
と
全
出
身
者
の
割
合
の
首
位
を
占
め
た
。
同
時
に
、
清
代
の
貢

生
・
監
生
出
身
知
燃
の
割
合
も
、
明
代
よ
り
貢
生
で
約
九
形
、
監
生
で
約
四
Mm
弱
増
加
し
て
、
進
士
出
身
者
に
逼
迫
し
た
。
一
方
、
明
代
で
は

殆
ど
ゼ
ロ
に
等
し
か
っ
た
生
員
・
膏
吏
出
身
者
も
、
清
代
に
は
生
員
で
四
・
七
形
、
忍
同
吏
で
一
二
・
四
%
と
一
定
の
割
合
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

〔
正
八
口
阿
蘇
丞
の
各
出
身
者
〕
明
・
清
を
逼
じ
て
、
鯨
丞
歓
に
占
め
る
各
出
身
者
は
、
そ
の
五
、
六
割
が
監
生
・
貢
生
・
背
吏
に
濁
占
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
全
園
卒
均
値
を
み
た
場
合
、
特
に
盤
生
の
割
合
(
約
三
二
%
〉
は
、
貢
生
(
約
一
五
%
〉
・
育
吏
(
約
十
dn〉
の
二
J
三
借
に
達
し
、
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豚丞任官者の出身別割合

l 豚 丞 (正入品〉

不 明 i進 士 |家 人 |貢 生|監 生|生員 |膏吏|薦翠 |不明

明|清|明|清|明|清引 用 |明|滑 川 崎 |明|清川 崎 1ilJ3寸言
19 I 25 1 1 2 I I 5 1 I 11 1 8 I 4 I I 1 I 1 I 4 I I 5 I 14 
4.7i 3・5! 1 1 I I 1. 6! 1 2・718 I 2 1 I 1 I l-r 2 I I 5 I 3・5!
4841511 17.21 119.5157.1114.41 

561 33 I 1 1 1 1 1 6 1 14 1 9 1 
11111217131 

66. 6113. 8j |90190i18巾6127.2[

48 I 57 ， 1 11 1 6 1 18 1 29! 
1 2. 71 3 1 4. 51 9. 61 
120・9?5.8i 34. 81 50. 7' 

45.6115.5 :2.4| |6.8li10.。||17.81151.81 130.8 
68 1 75 ， 4 1 1 1 1 39 1 1 26 1 
8.517.5' Ij 1 1 1 4.81 1 4.31 
548|228192 l ||192同91 1μ1[ 

39 1 70 : 2! 1 2 1 7 1 2 1 38 1 86 1 83 1 
4.11 6.3 2 1 1 2 1 2.31 1 1 4.2112.21 7.51 
21同16.9; 6.71 1 6.71 9. 0133村6141山同
25 1 147: 2 1 1 1 1 4 1回 127 1 76 1 1201 
5114. i 1 1 1 I 1 2 111.71 3 110.8! 12[ 

i 11仇O!1. 71 2. 71 1 5仰91川8山作41
2鈎9.ぺ.4 12幻1. 9臼~9. お羽i0.9到仰批12比2.2ι2お珂514.8副!凶μμ.611げ7.2副1初肌.112犯8.7刊| 
34 1 10 I 1 1 1 17 I 5 1 12 1 

44 | 5ふ幻.712.51 1 1 1 1 1 3. 41 1. 61 2. 4イ
4 5 判仲叩11山1

I7 114 1 1 1 1 3 1 3 1 1 17 1 33 1 37 1 
3.4ι41 3.51 1 1 1 1. 51 1. 51 1 5. 61 8. 2112. 31 

山 !11.315.41 1 8.2[ 4.71 117. 5145. 0138. 51 
2:0 I 41 I I I 2 1 23 1 12 1 27 1 92 1 
6. 61 8. 2: 1 2 1 5. 71 4 1 6. 71 23 I 
15.9115.81 [1 3.9117. 3[ 7.9[20何 8[

25.6112.8 7.2! 1 2.71 2.81 5.7117. 0130. 5134.11 
33.5116.7. 5.51 1. 11 1. 61 4.8113.4117. 3134. 21 31. 21 
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17.217山41 135.7125.3 

1 1 141 1 2 1 6 
1 1 1 2 1 1 2 1 3 
190|181l 118.1127.2 

1 1 1 3 I 1 1 1 11 1 13 
1 1 1 3 1 1 1 1 2.71 4.3 

1 5. 2[23. 21 5. 21 120作 7

14・1113・1112・61 ! 型占直二1
115 1 2 1 3 1 
12._511 ! _1 1.2.21 5.2 

|[ 114山215い312921

12 111 1 14 1 I 71 1 56 
11 I 3.61 2.31 1 8.81 8 

13仰119.0[ 1 129.7131. 6 

111 I 30 I 12 I 1 1 2 I 1851 157 
11. 81 5 1 2 1 1 I 1 1 26. 4114.21 

1刊ω|叫1.71 2.71 47.何 31
|2. 91 7. 01 9. 51 7. 01 2. 71 39. 71 33.01 
i3 I I 2 1 1 14 1 201 
I 1. 51 1 2 1 I 1 3. 51 4 I 

[11. 2i 115. 01 157向。
|3 I 7 1 71 I 121 I 35 
i1. 51 2. 31 2. 31 I 5. 21 8. 7 

14中617.21 1 1285127.2 

15 I 21 1 6 1 2 I 6 1 57 1 55 
l2. 51 5. 21 3 1 1 I 2 114. 2113. 7 

i4. *5. 815. 91 3.01 3.9[43.2127.2 

16. 91 9. 41 9. 41 1. 01 1. 31 43. 01 28.21 
I 4.61 9.8110.51 2.61 1. 31 35.91 28.71 
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表6 時代別・地域別の知!孫・

年三司進土 |摩人 |貢生 |監生 |生員 |膏吏 |薦奉

明 |清 |明 |清 !明 |清 |明 !清 |明|清!明 |清|明|清

前トt)緯員数 12 1鈎 11 1 41 I 1 1犯 11 113 1 11 1 11 1 
華 卒均員数(a)12 1 4. 71 1 1 5・111 14.71 1 12・1111 1 11 1 
期喜2~:i t X 100%¥20. 6120. 3[10. 3¥22. 0¥10. 3120. 3[10. 3¥ 9.0¥ ¥4.3[ ¥4.3¥ 

北
総員数 110 1 37 1 14 1 77 1 1 23 1 2 I_EJ 1 2 1 11 1 

f町、中卒均員数(a)12・514・613・519・611 3・811 1 4・511 2 1 11 1 
8 期(紛喜~~.6 t X 100%¥11. 9¥15. 5[16中4[[12.8[ 4.7[15. 2[ [6.7[ [3.3[ 
，--.. 

7 
後総員数 112・5173 1 63 1 95 1 8 1 50 1 2 1 ~ 131 151 〕

豚、J 卒均員数(a)120.81 9. 11 9 113. 5/ 2・617. 11 2 1 8. 21 11. 51 12.51 
期制鶴 4t×1附 ¥47.*7伽4¥25.2[5.9113.2¥ 4か31[2.8¥ [4.6[ 
華北卒均値(%) 126.5117. 6115. 7126. 51 5・4115.416.5113. 11 14.61 14.01 

ヤ防

員数 14 1 52 1 3 1街 12 1日 13 1 37 1 1 3 1 131112 
平均員数(a)11 1 4.71 1. 51 5. 91 2 1 6 1 1. 51 3. 71 11. 51 11. 511 1 2 

肇期喜;ijt×10例6.4¥14.3¥9.6¥17. *2. 9[18. 2¥ 9.6¥11.2¥ [4.*.4¥6.0 

中

L
緯員数 !日 176 1 34 111 1 59 1 9 1 47 1 1111 1 2 11 1 1 

中 卒均員数(司16.51 6. 91 4. 2110. 11 1 5. 31 3 1 4.71 11. 81 11 11 1 1 

f 害訴:if×1鰍 ¥34市中3127.2[[14. 2[15. 9¥12. 6[ ¥4.8¥ ド中4Z1
九時時;

員 数 |吋田 174 /1711川臼 14 1凶 | 191 1131 1 9 
均員数(乱)izl.816. 1112.3115.51 2.71 4.91 1. 31 9.51 11. 51 12.1¥ 1 2. 

期 ;:;t×1断 [50.*0. 7[28. 5[27. 4[ 6.2[8.6[3山8[ [3.71 

l-値船田制瑚 11弘山d吋比 13.9¥ 13・613・914・1

#?k盟明
員歎 13 1田 I2 ¥ 25 i 1 1 27 ¥ 7 ¥17 ¥ 1 3 ¥ 11 1 3 ¥ 2 

均員数(a)¥1 1 3. 31 1 1 4. 21 1 1 4. 51 2. 31 2. 81 11.51 11 11.5/ 2 
華期 ~f: ~ _~ X 100%1 8 115.11 8 119.2[ 8 120.6[18仰8[16.81 [4判 9.1

南
中

総員数 116 1 21 1 28 1 56 1 1 18 119 1 18 1 1 6 1 6 1 
卒均員数(a)13.21 5.21 5.6111.21 1 4. 51 3. 81 4. 51 121 6 1 

期(ω2339f×1M 14恥8125.4136. 21 [14.5¥17. *4. 5[ 16. 4[27. 2[ 7 

豚骨冊器
負 敷ト|匝削|同田叫!曲叫|川7叫山2刈14什11凶1凶山9 141 17 I 

! 均員数(a)1171 10 113.8114・412 1 3・812 17・411 2 1 
!期 ;;:;t×1例41山3133.3[27.9[4.8[7.3[4.8[14.31 [3.8[ [3.71 

華南卒均値 (%) 121. 1117. 0122. 2127. 71 4.2114. 1113.4113・8115・619. 012. 71 4 1 4. 5 
全園卒均値~) .1. 26J16. 3~9. 3126. 11 5.3114.31 9.8113.41 ¥4. 71 3 13. 412. 61 3. 7 
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各
地
域
の
中

・
後
期
に
増
大
し
た
。
又
、
三
出
身
者
の
割
合
は
、
明
代
で
は
地
域
的
に
偏
り
、
が
あ
っ
た
が
、
清
代
で
は
各
地
域
に
バ
ラ
ン
ス
が

み
ら
れ
た
。
清
代
で
は
、
生
員
出
身
豚
丞
の
全
国
卒
均
値
が
四

・
六
Mm
を
占
め
た
鈷
も
注
目
さ
れ
た
。

次
に
「
時
代
別
・
地
域
別
の
主
簿

・
典
史
任
官
者
の
出
身
別
割
合
」

(
表
は
省
略
)
を
検
討
し
よ
う
。

〔正
九
口
問
主
簿
の
各
出
身
者
〕

時
代

・
地
域
倶
に
若
干
の
バ
ラ
ツ
キ
は
あ
る
が
、
裁
革
が
多
く
統
計
化
で
き
な
い
清
代
の
華
南
を
除
い
た
主

簿
紋
の
全
園
卒
均
値
を
み
た
場
合
、
明
代
の
主
簿
依
は
、
監
生
(
二
八

・
OMm)
・
背
吏
つ
二

・
四
%〉

や
薦
翠
(
八

・
二
%
)
・
貢
生
(
四

・
六
%)

に、

清
代
の
そ
れ
は
、
育
吏
(
二
七

・
八
%
)
・
監
生
(
一九

・七
%
)
や
貢
生
(
一

0
・
八
Mm)
・
生
員
(
七
・
二
Mm)
に
、
ほ
ぼ
固
定
的
に
配
分
さ

れ
て
い
た
。

〔未
入
流
・
典
史
の
各
出
身
者
〕

地
域
的
に
は
ほ
ぼ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
て
い

る
典
史
歓
は
、
そ
の
全
圏
平
均
値
を
み
た
場
合
、
明
代
で
は
背

吏
(
三
七

・
三
%
)
が
濁
占
し
た
が
、

清
代
で
は
膏
吏
(
二
五

・
四
%
〉
と
監
生
(
二

0
・
八
%
)
と
に
固
定
的
に
配
分
さ
れ
て
い
た
。
叉
、
時
代

-100ー

の
下
降
毎
に
、
清
代
典
史
州
政
の
背
吏
出
身
者
は
減
少
し
、
監
生
出
身
者
は
増
大
し
た
。

次
に
「
時
代
別
・
地
域
別
の
数
議

・
訓
導
任
官
者
の
出
身
別
割
合
」

(
表
は
省
略
)
を
検
討
し
よ
う。

〔未
入
流

・
数
識
の
各
出
身
者
〕

明

・
清
を
通
じ
て
、
時
代

・
地
域
倶
に
大
き
な
嬰
化
の
み
ら
れ
な
い
数
議
絞
の
全
園
卒
均
値
は
、
明
代
で

は
摩
人
二
四
・
九
Mm
、
貢
生
一

七

・
四
Mm
で
あ
り
、
清
代
で
は
穆
人
四
五

・
八
Mm
、
貢
生
二
六

・
九
Mm
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
数
議
依
は
殆
ど

場
人

・
貢
生
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
固
定
的
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
明

・
清
と
も
に
穆
人
針
貫
生
の
割
合
は、

〔
未
入
流

・
訓
導
紋
の
各
出
身
者〕

ほ
ぼ
六
封
四
で
あ
っ
た
。

明
代
の
地
域
別
割
合
で
若
干
、
華
中

・
華
南
が
高
い
以
外
は
、
明
清
を
通
じ
て
、
時
代

・
地
域
別
割
合

奉
人

一
九
・
二

Mm
で
あ
っ
た
。

の
大
き
な
嬰
化
の
な
い
訓
導
快
は
、
全
園
卒
均
値
が
明
代
で
は
貢
生
コ
二

・
七
Mm
、
摩
人
一

0
・
七
Mm
で
あ
り
、
清
代
で
は
貢
生
五
五

・
八
Mm
、

つ
ま
り
訓
導
紋
は
、
殆
ど
貢
生

・
事
人
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
固
定
的
ポ

ス
ト
で
あ
り
、
明

・
清
と
も
に
貢
生

封
拳
人
の
割
合
は
、
ほ
ぽ
七
・
五
割
二

・
五
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
繁
依
を
主
位
と
し
た
明
代
の
知
鯨
飲
は
、
護
士
・

翠
人
の
中
、

特
に
進
士
出
身
者
が
吉岡
比
率
を
占
め
て
い
た
。
殆
ど
を
繁
飲
で



占
め
る
華
中
・
華
南
の
中
・
後
期
の
知
牒
依
に
進
士
が
著
増
し
た
の
は
、
進
士
偏
重
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
清
代
の
知
腕
飲
は
、
全
地
域
の

各
時
代
を
通
じ
て
、
参
入
を
ト
ッ
プ
に
準
土
・
監
生
の
各
出
身
者
に
ほ
ぼ
同
率
に
配
分
さ
れ
、
生
員
・
膏
吏
に
も
一
定
程
度
配
分
さ
れ
た
。

鯨
の
佐
武
・
雑
職
依
の
場
合
、
明
・
清
を
通
じ
て
、
豚
丞
依
は
監
生
・
貢
生
・
膏
吏
の
三
出
身
者
に
、
主
簿
依
は
監
生
・
膏
吏
(
清
代
は
膏
吏

が
ト
ッ
プ
)
に
、
典
史
依
は
膏
吏

・
監
生
(
明
代
は
膏
吏
が
濁
占
)
に
、
数
議
H

献
は
翠
人

・
貢
生
に
、
訓
導
歓
は
貢
生
・
翠
人
に
、
各
お
の
固
定
的

に
配
分
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
監
生
・
膏
吏
は
、
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
。

こ
う
し
た
事
責
は
、
科
奉
制
下
の
特
権
的
各
級
資
格
日
諸
身
分
が
、
明
と
清
で
は
昇
進
の
可
能
性
の
有
無
を
伴
い
つ
つ
、
任
官
後
も
各
級
将

歓
の
上
に
序
列
的
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
一
意
味
し
て
い
た
。

問
題
は
、
知
鯨
飲
に
み
ら
れ
た
、
明
代
の
準
土
偏
重
か
ら
、
清
代
に
各
級
資
格
へ
の
配
分
枠
が
機
大
し
た
こ
と
の
も
つ
意
義
で
あ
る
。
配
分

枠
の
抜
大
は
、
知
牒
級
に
止
ま
ら
ず
全
て
の
各
級
長
吏
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
た
。

一
例
と
し
て
、
無
錫
・
巌
懇
功
編
『
清
代
総
督

年
表
』

『
清
代
巡
撫
年
表
』
(
倶
に
『
清
代
徴
献
類
編
』
所
牧
)
に
擦
っ

て、

督

・
撫
の
出
身
構
成
を
統
計
化
し
た
の
が
表
7
、
表
8
で
あ
る
。

表
7

「
清
代
の
直
隷
総
督
・
雨
贋
総
督
の
各
出
身
者
の
比
率
」
に
擦
っ
て
、
直
隷
・
雨
慶
に
共
通
す
る
傾
向
を
み
よ
う

(
O内
の
数
字
は
比

-101ー

率
の
順
位
、
以
下
同
様
)
。
①
進
士
は
約
三
十
数
Mm、
②
有
数
な
父
租
の
蔭
に
よ
っ
て
入
監
せ
ず
に
直
接
任
官
で
き
る
蔭
生
は
約
十
一

Mm、
④

貢
生
は
約
八
Mm、
⑤
翠
人
は
約
敷
Mm
、
⑤
寓
字
人
の
筆
帖
式
は
約
三
J
四
Mm、
⑦
生
員
は
約
三
Mm、
③
八
旗
の
官
翠
生
は
約
一

Mm
で
あ
っ
た

(
以
上
共
通
〉
。
①
佐
領
等
の
世
職
旗
人
は
、
直
隷
の
約
七
Mm
に
劃
し
て
雨
農
は
約
十
五
%
と
高
い
が
、
他
省
の
統
計
と
卒
均
化
す
れ
ば
約
十
Mm

弱
で
あ
っ
た
。
④
監
生
は
直
隷
の
約
八
Mm
に
劃
し
て
雨
虞
は
約
二
Mm
と
低
い
が
、
他
省
の
統
計
と
卒
均
化
す
れ
ば
前
者
の
数
値
に
近
か
っ
た
。

な
お
、

宣
統
元
年
の
文
輩
出
身
の
雨
康
総
督
は
蒙
樹
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
、
他
省
の
例
と
し
て
、
乾
隆
四
十
八
年
の
吏
員
出
身
の
四
川
穂
督

に
は
李
世
傑
が
い
た
。
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表
8

「清
代
の
山
東
巡
撫

・
江
蘇
巡
撫
の
各
出
身
者
の
比
率
」
に
擦
っ
て
、
山
東

・
江
蘇
に
共
通
す
る
傾
向
を
み
よ
う
。
②
拳
人
は
約
十
三

J
四
Mm
、
@
貫
生
は
約
五
Mm、
⑦
生
員
は
約
三
J
五
Mm
、
③
官
皐
生
は
約

一
Mm
内
外
で
あ
っ
た
(
以
上
共
通
)
。
①
準
士
は
山
東
の
約
三
六
Mm
に



総督の各出身者の比率

31!止三7竺正 副FZE実lZの受 不明 ;
土上三一'a b c a!blc a b-c--a-b-c 一三一一一一一一一
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ω1
1 ー(1)1 寸正 一一一一一一一一 一

一一 I ω1 ω1 (1)1 
一一寸 ーτ一一ー「一一一一一一一一一一「ー

(1)1 

1一一一 ー 1 1 JI -一一 2 

1 (1)1 2 

! 3 

I 1 1: 

1 I 1 

1 

I 1 1 

2 
1 1 1 1 i「 「 121 2; l 一一一-Eーァー

τ一一ア--， 1 ー!~-，可了三「ーヲ-E71了一 8 

2 

2.7% 

1 3 

1. 3% ' 4.1% 

5 1 8 

6.8% 1.3% 10.9% 

庭 生 監生 生員 i 文霊 宮厚生 筆帖式 ZE実伯爵不明

a bー←Z--ahτ a， b cττ c-a b c--a~-b~-c a b' c 
: (円 1 (3)3 

i(1)1 ! (3)31  1 

(1)1 i (1)1 l' ， (6)6 1 ' 

1 1 

! 1 6 ， (1)1' 
・ワ4 

1 1‘ 6， I (1)1 3 

I 1 2 

2 l 

I 1 

1 i 

1 3 

1 1  

4111 1 21 1 7 

72  '(1)1' 1 1 2 ' (1)1 1 1 1 1 (1)1 (1)7' 切7 1 11 

1o I 2 3 1  1 3 14 1 11 

10.9% 2.1% 3.2% 1.0% 1.0% 3.2% 15.3% 1.0% 12.0% 

柿同一人物が時代閲隔をおいて再度現われた時は数えていない。
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清代の直毅総督・爾庚表7

時¥代、出¥身I進士 !| 参入 |1頗生 I歳貢生 |附貢生 |磨生 |監生
albl c ialbl c lalblclalblclalblc!a1b!c a!blc 

順治 i1 1 21 1 I 1 I 
康照 | 1 ! 11 ! 1 I I 11 1 i 1 1 1 I I 
小計 11 1 21 1 I 11 1 ! I 1 1 11 1 I 1 1 1吋 ! 1 

1 (1)51 1 11 1 1 1 1 1 i 
乾隆 i 1 51 1 11 1 11 21 
小計 | !ω101 1 11 1 11 11121 _1_11 
嘉慶 ! i 1 6' ! 1 11 ! 1 ! 1 1 1 i 1 1 1 1 2: 1 1 
道光 I11 1 ω11 1 I 1 1 1 1 11 11 
威盟 | 11 11 I I 1 1 1 1 1 11 1 ii 
同 治 1! 1 2 j 11 1 ! 1 11 1 1 I 1 1 
光緒 11 1 21 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 11 2; 1 1 

』宣乱 ___1_2_1 1! _1_1 _1 _1_1 

〈直毅総督〉

|小計 111 1仲14121 ! 11 
!線計 111 11ω261 21 1 31 

73 1 28 5 

1百分比 i38.396 6.8961 
〈雨康総督〉

¥ 出身!進士 |事人 !抜貫生 |恩貢生 !歳貢生 |優貢生 附貢生 i
時代~i~而-c-I~間-c-i訂訂--;-1司IT7iz可171工直 I c ' a ¥ b IEi 
順治 1! 1 : I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 !1 1 
康照 I! 11 1 1 : 1 ! ! 1 ! 1 (1)1¥ 1 !I  i ! 
l小計 11 1 11 I I I 1 1 1 (1)11 1 1 1 
潅 正 11 1 11 ! I 1 1 1 I 1 1 1! ! I ! I [ i i 1 
乾隆 111 1 41 1 i :， i I ! [ ; I I i i守 I
小計 111 1 51 11 1 1 1 I1 1 11 I ， I 
嘉慶 121 ω41 ! 1! l ! i I ! 

l道光 I1 1 71 1 1 ! i ! 1 I I [ 
成豊 | 1 41 1 j 

同治 | I 31 11 1 11 ! 1! 
光緒 | ! 11 

11 宣統 | 1 11 
小 計 121 |ω231 11 1 31 1 11 2 I 2 

1(2)291 21 1 31 1 11 1 11 i (1)2i 1 2 
91 I 32 5 8 

百分比 135.196 1 5.496 1 8.796 

一
一い
一6

一切

訂訂寸l;;Z

I 10.996 ' 

I 1 1 

-1 -1-21 

8.296 

口1

* a =満洲旗人， b =蒙古旗人 c=漢人〔漢人全佳に占める旗人は( )内に示す〕
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巡撫の各出身者の比率

監生|生員 1 煤王子「三一正一「面EJ1五日三一|醐亨34元
互DElE ー]工|司 b! claJ b 1云l-aヨIc-I司E「J|ず市千三|一|
11 !_1(1)1! 1 I-I~I-I--!-I-I 州 1-1~I- T寸 -1 ! 2 

l 1 !ω11 ! 1 _1 J_コご下II I 11 1 Iア iω21 1 4 
11 ~-'~- 二二!二17E7「|寸 -'-;;'21寸 6
i 1 I i 1 口_l_L~1 --'-1-1-1-1--1.--1-下一

|1 1 i 1LI_仁]士 II己了一171二冠忌口二--二工三
i1 1! I-----1--戸川1131 5 

I ， 1 i ! 日 下了1-11-1-下汀 1: 1 
1 1 ' I 1 1 _1 1 _ 1工 1-1--日=-1 _! ir-_!寸司六i

石 i'i_ _ 1 I --; I__L I I =L了 I-l-j一丁一
LよーしLし下下| I__I 下 I-~---I ~T-I-I-I一丁一

11 1 41 1 1 I 1 1 11 I 11 1寸寸一「了寸寸了一「丁 1
「-1-:11 1 11 i つつつ 1 i 丁一i-i~I-1 11 
21 I 41 3! 1 1 1111 1 111 1 1 121 i 121 i 11 4 
31 (1)61 31 1ω11 1 I 11下-1-11-1市町「両三1I函τ 15
し 上 511 11 7 1 11 15 

6・1% 3.4% 0.6% ! 0.6% 1 7.5% I 4.7% 10.6%11'0.2%1 

芸名[よ引f引fZ竺判型主巳竺[- l 
「一1I ω-11 I~I-I1 1 !一一下←

1 1i(111-J汁十十円 上il-l → l 

|1 21 1 1 1 1 I 21 1ドー一寸 寸一三「 下一一一|

i l_!_21 i 1 1 1 1 21 1_1一一一」一一一Lj i | 

川!111l千十いー

2・3% 4.6% 1 1.5%_1_3・1%1 0.7% 1 0.7~ I 6・2% .J
料同一人物が時代開隔をおいて再度現われた時は数えていない。
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表8 清代の山東巡撫・江蘇

く山東巡撫〉

日空11ftl生 |果 !生 lfl品
1131 1 1 1 1 1 1 1 1 J_I_I 1 1 1 :照|1161113111l M2111111 1

1 瓦寸寸 1 71 1 1 61 1 1 1 1 1ω21 1 1 1 1 1 1 1 1 (2)2 
潅正 I1 1 21 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 
乾 隆 171 1 31 21 1 (1)31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1叫ぶl7115l21101411||l|!!1J 12111ω5 

慶 111 1ω81 21 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
道光 121 1ω91 1 1 11 1 1 1 1 1 1 111 1 ! 1 111 1 
威盤 111 1 41 1 1 21 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 
同治 111 1 21 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~I ~I 1-了寸一
光 緒 1111 51 1 1 11 1 121 1 111 1 1 1 111 1寸
宣 統 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
小計 !61 1(3)281 21 1 1 61 1 I 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 
純 計 1131ω40141 11ω161 1 1 31 I 1 ω31 1 1111 1 11 4 1 2 1 ω~I 

1 百分比 136.3% 1 14.3% 1 5.4% 1 9.5% 
〈江蘇巡撫〉

I~~i 進士 | 翠人 | 歳貫生 l 優一t貢ー貢生 ( 廃生
I a I b I c I a Tb IcTa-lbJCl~lcl a I b I c I a I b I c 1 a I b I c 

順治 I1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
康照 I11 1 81 1 1 州 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
小計 111 1 91 1 1 (1)11 1 1 J I I I I 1 1 I I 1-1 2 
薙正 111 1 (.川 1! 11 ...1 i 1 I ! 1 1 1 1 1 1 I 1 1ω1 
乾 隆 1..l.1_1141 21 1 1 i -I~I~I _1 111 I 1 1 1 1(1)1 
小計 141 1ω~ 1 2 1 1 11 I 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1ω2 
嘉慶 11 1 (1)91 1 1 1 21 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
道光 _1_1 L1l1 I 1 21 1 1 I! 1 1 1 1 1 1 1 1 
威豊 1i 1 41 1 1 11 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 11 1 
同治 1I 14_111_1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
光 緒 11 1 1 III 21 1 11 1 11 1 1 -T 1 1 1 1 1 11 I 1 
宣統 11 1 11 1 1 L!_I 1 1 1 L 1 1 1 1 1 11 1 1 
小 計 11 1 1(1)401 41 1 91 1 1 11 1 1 1 1 1 1 r-I-I 1 21 11 1 

! 絶計 I~ 附 6 1 1 III 1 1 11 1 -1 1 1 1 1 1 11 1 1 21 1 1同
129 1 76 17 6 

百分比 ，58・9%1 13・1%1 、 4・6% 1 3・8%
* a =満洲旗人 b=蒙古旗人， c =漢人〔漢人全鰻に占める旗人は( )内に示す〕
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到
し
て
江
蘇
は
約
五
九
Mm
で
あ
り
、

③
出
版
生
は
山
東
の
約
十
Mm
に
射
し
て
江
蘇
は
約
四
Mm
で
あ
り
、

④
筆
帖
式
は
山
東
の
約
八
Mm
に
射
し
て
江

蘇
は
約
三
Mm
で
あ
り
、
@
監
生
は
山
東
の
約
六
Mm
に
針
し
て
江
蘇
は
約
二

Mm
で
あ
り
、
⑤
旗
人
は
山
東
の
約
五
Mm
に
針
し
て
江
蘇
は
約
一

Mm
で

あ
る
が
、
他
省
の
統
計
と
卒
均
化
す
れ
ば
、
何
れ
も
ほ
ぼ
前
者
の
一傍
貼
の
数
値
に
近
か
っ
た
。
山
東
に
は
文
丘一塁
・
議
紋
が
各
お
の
一
人
、
江
蘇

に
は
明
総
兵
が
一
人
み
え
る
。
他
省
の
文
一重
出
身
巡
撫
の
例
と
し
て
は
、
光
緒
三
十
一
年
の
科
翠
麿
止
以
前
に
限
定
し
て
も
、
安
徽

・
新
彊
に

み
え
る
。

(
お
)

こ
う
し
た
清
代
督

・
撫
の
出
身
別
構
成
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
明
代
の
進
土
濁
占
傾
向
と
は
一

饗
し
て
、
師
事
人
・
貢
生
・
監
生
・
生
員
と
い

う
廉
義
の
科
翠
出
身
者
や
、
騒
生
・
旗
人

・
筆
帖
式

・
官
皐
生
等
が
ポ
ス
ト
に
一
定
の
割
合
を
占
め
る
に
至
り
、
進
士
出
身
者
は
全
陸
の
三
割

(
川
抽
〉

強
に
激
減
し
た
貼
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
地
方
志
職
官
中
の
前
述
知
鯨
飲
の
出
身
構
成
に
み
ら
れ
た
特
徴
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

清
代
で
は
、
法
制
上
で
も
確
か
に
右
の
鯨
官
や
督

・
撫
に
検
誼
し
た
各
出
身
者
に
は
、
任
官
の
方
途
が
聞
か
れ
て
い
た
。
『
清
園
行
政
法
』

第
萱
巻
下
、
一
七
五
頁
の
「
文
官
仕
途
ノ
種
類
」
に
は
、
嘉
慶
大
清
舎
典
巻
六
に
擦
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
正
途
に
は
、
付
科
甲
、
同
貢

(
お
)

生、

回
路
生
、
雑
途
に
は
、

付
薦
翠
(
特
に
薙
正
四
年
の
祭
政
の
薦
翠
に
よ
る
優
行
生
員
の
場
合
、
そ
の
知
豚
へ
の
+
直
接
任
命
は
貢
生
と
倶
に
落
正
五
年
四

(
お
)

月
に
裁
可
。
な
お
生
員

・
准
貢
・
例
監
・
吏
員
等
の
出
身
官
、
か
一
該
堂
官
又
は
督
・
撫
の
保
奉
に
よ
り
京
官
及
び
地
方
正
印
官
へ
陸
縛
し
た
の
は
康
照
六
年
の
題
准
に

(
幻
)

始
ま
っ
た
)
、
向
指
納
、
国
吏
背
の
特
別
選
秩
(
知
豚
へ
の
陸
轄
)
が
あ
っ
た
、
と
。
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表
6
の
知
燃
の
出
身
表
で
も
み
た
よ
う
に
、
清
代
の
詮
濯
が
明
代
と
異
な
る
の
は
、
生
員

・
膏
吏
に
正
印
官
へ
の
仕
途
(
陸
鞠

・
薦
拳
擢
用
〉

が
公
認
さ
れ
た
貼
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
は
先
ず
康
照
六
年
の
題
准
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
康
照
一
管
は
元
年
の
敷
誌
に
お
い
て
、
「
用

(
お
)

人
は
資
格
に
拘
ら
ず
一
穫
に
陸
時
せ
し
む
」
と
確
認
し
て
い
た
。
こ
の
中
、
前
述
の
薙
正
四
年
、
「
有
猷
(
政
略
)
有
震
(
才
能
)
有
守
(
操
守
〉
」

の
生
員
に
薦
奉
の
道
が
開
け
た
理
由
に
つ
い
て
、
『
清
園
行
政
法
』
第
査
巻
下
、
一
八
二
頁
は
、
殆
ど
古
典
の
数
養
試
験
で
あ
る
科
撃
の
及
落

判
定
か
ら
は
、
寅
際
政
治
に
要
求
さ
れ
る

「
人
品
」
(
倫
理
的
操
守
)
・「
才
能
」
(
行
政
的
手
腕
〉
あ
る
生
員
が
漏
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
こ
の
矛
盾

を
緩
和
す
る
た
め
に
優
秀
な
生
員
の
薦
奉
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
説
く
。



要
す
る
に
、
昇
進
を
阻
害
し
て
吏
治
を
腐
敗
に
導
く
資
格
偏
重
の
是
正
こ
そ
は
、
人
物
・
能
力
本
位
の
適
材
を
、
外
補
制
を
通
じ
て
遁
所
に

(

m
却
〉

任
用
し
、
吏
治
の
粛
清
を
め
ざ
し
た
清
朝
に
と
っ
て
必
須
の
前
提
篠
件
で
あ
っ
た
。
生
員

・
青
吏
は
勿
論
、
文
一
童
ま
で
が
督

・
撫
へ
昇
進
し
た

事
買
は
、
そ
の
黙
を
裏
付
け
て
い
た
。

お

わ

り

1に

文
献
史
料
に
よ
れ
ば
、
明
代
中
期
以
降
、
挙
人

・
貫
生

・
監
生
の
各
級
有
資
格
者
は
、
地
方
官
に
任
官
し
た
場
合
、
彼
ら
の
怨
念
を
大
撃
で

閣
魔
大
王
に
提
訴
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
異
常
に
進
士
資
格
を
偏
重
す
る
官
界
の
阻
習
に
よ
っ
て
、
選
任
・
考
課
の
上
で
差
別
さ
れ
、
昇
進

の
願
墓
を
打
ち
砕
か
れ
て
貧
官
化
し
て
い
た
。
彼
ら
各
級
有
資
格
者
が
知
鯨
以
下
の
鯨
快
に
占
め
た
割
合
を
、
地
方
志
の
職
官
僚
よ
り
作
成
し

た
統
計
表
に
擦
っ
て
清
代
の
そ
れ
と
劉
比
し
た
場
合
、
各
組
鯨
飲
は
各
級
資
格
に
よ
っ
て
固
定
的
に
占
め
ら
れ
て
い
た
。
特
に
知
鯨
飲
の
場

合
、
明
代
の
進
士
は
、
繁
飲
へ
優
先
的
に
配
分
さ
れ
、
且
つ
そ
の
割
合
も
高
率
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
清
代
の
進
士
は
、
外
補
の
制

且
っ
そ
の
割
合
も
相
劉
的
に
低
下
し
、
拳
人
・
貫
生
・
監
生
と
比
肩
し
て
い
た
。

に
よ
っ
て
簡
紋
を
経
て
繁
依
へ
昇
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
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こ
う
し
た
事
賓
は
、
ポ
ス
ト

H
H献
が
資
格
H
H
身
分
で
固
定
化
し
、
地
方
官
の
昇
準
が
絶
た
れ
る
明
代
官
場
に
特
有
の
身
分
制
序
列
の
貫
徹
と

し
て
理
解
で
き
る
。
同
時
に
、
清
代
の
知
豚
J
督
・
撫
'に
至
る
各
組
長
吏
の
ポ
ス
ト
に
、
生
員
以
上
の
各
級
資
格
か
ら
の
幅
貰
い
任
用
が
貧
現

(
紛
〉

し
た
の
は
、
資
格
主
義
の
生
ん
だ
明
末
以
来
の
官
僚
政
治
(
吏
治
)
の
腐
敗
を
継
承
す
る
こ
と
を
前
提
に
成
立
し
た
清
朝
が
、
鯨
の
佐
蔵
・
雑

職
の
ポ
ス
ト
に
は
資
格
に
よ
る

一
定
の
身
分
制
序
列
を
温
存
し
つ
つ
も
、
地
方
官
に
昇
進
を
保
護
し
て
吏
治
の
粛
清
を
園
っ
た
政
策
の
一
面
の

成
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
又
、
総
鐙
的
に
は
資
格
身
分
制
に
お
い
て
、
進
土
に
劃
す
る
翠
人

・
貢
生
・
監
生

・
生
員
の
社
禽
的

債
値
が
相
封
的
に
上
昇
す
る
こ
と
に
繋
が
る
意
味
を
内
包
し
て
お
り
、
清
代
紳
士
層
の
存
在
形
態
と
併
せ
て
、
更
に
検
討
を
要
す
る
。
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註(
1
)

管
志
遁
・
従
先
維
俗
議
巻
一
、
答
紋
科
不
絞
爵
駁
議
。

(
2
)

拙
稿
「
現
代
奉
入
居
の
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
『
史
撃
雑
誌
』

U

3
、
一
九
七
八
年
。

(
3
)

果
金
成
「
明
代
紳
士
層
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
(
上
・
下
)
」
山
根

孝
夫

・
稲
田
英
子
謬
、
『
明
代
史
研
究
』

8
、
9
、

一
九
八

O
年
、
八
一

年
。
谷
光
隆
「
明
代
監
生
の
研
究
」
『
史
闘
争
雑
誌
』
河

1
6、
一
九
六
四

年
。
註
2
拙
稿
。
拙
稿
「
絡
役
優
菟
係
例
の
展
開
と
明
末
翠
人
の
法
的
位

置
」
『
東
洋
事
報
』
印

1
1
・
2
、
一
九
七
八
年
。
参
照
。

(
4
)

拙
稿

「
明
末
清
一
初
の
郷
紳
用
語
に
関
す
る
一
考
察
」
『
九
州
大
皐
東

洋
史
論
集
』

9
、
一
九
八
一
年
。

(

5

)

拙
稿
「
明
末
清
初
以
降
の
紳
士
身
分
に
闘
す
る
一
考
察
」
『
明
代
史

研
究
』

9
、

一
九
八
一
年
。

(
6〉
註
4
拙
稿
。

(
7
〉
藤
岡
次
郎
「
清
代
の
径
役
」
『
歴
史
教
育
』
ロ

1
9、
一
九
六
四
年
。

註
3
拙
稿
。

(
8
)

丘
滞
・
大
事
街
義
補
径
九
、
治
図
卒
天
下
之
要
、
正
百
官
、
清
入
仕

之
路
。
徐
副
学
褒
・
図
朝
典
業
経
四
三
、
吏
部
十
二
、
徴
召
。

(

9

)

谷
光
隆
「
明
代
鐙
政
史
序
説
」
『
東
洋
史
研
究
』
お

2
、
一
九
六

四
年
、
八
六

i
七
頁
。

(ω)
張
朝
瑞
・
皇
明
貢
奉
考
各
四
、
正
統
十
三
年
。

(

U

)

明
質
録
・
嘉
嫡
十
年
三
月
辛
丑
。
拙
稿
「
蔦
麿
政
治
に
お
け
る
員
歓

の
位
置
」
『
九
州
大
祭
東
洋
史
論
集
』

2
、
一

九
七
六
年
、
参
照
。

ハ
ロ
)
明
資
銀
・
嘉
靖
四
十
四
年
二
月
庚
辰
、

御
史
秦
嘉
積
言
。
・
:
:
今
進
士

一
途
、
布
列
州
豚
者
、
十
僅
二
三。

(
時
)
葛
端
粛
公
集
巻
一

、
添
進
士
以
裕
民
牧
疏
、

欲
民
安
事
摩
、
惟
守
令
得
其
人
而
己
。
而
守
令
之
得
人
、
惟
進
土
居周

最
0

・
・
・
百
姓
之
目
進
士
、
未
見
其
人
、
固
巴
委
心
信
服
。

(
日
凶
〉
談
蓬
・
園
権
巻
九
五
、
恩
宗
崇
頑
九
年
十
月
甲
申
。
陳
邦
彦
・
陳
巌

野
先
生
集
巻
一
、
固
圏
第
第
七
、
重
守
令
。
堵
允
錫
・
堵
文
忠
公
集
巻

四
、
任
命
守
令
疏
。

(
日
)
明
寅
録
・
嘉
靖
二
十
二
年
十
一
月
甲
寅
、

支
部
議
覆

O

E
--

・
:
近
年
以
来
、
専
接
資
格
。
其
策
名
科
甲
者
、
難
過
悪

彰
関
、
而
緑
位
如
故
。

出
自
異
途
者
、
雛
環
心
勤
政
、
行
己
無
勝
、
一

或
得
罪
上
官
、
机
被
中
傷
、
不
無
可
惜
。

拙
稿
「
考
察
『
人
法
』
の
形
成
過
程
村
口
」
『
九
州
大
翠
東
洋
史
論
集
』

日
及
び
ロ
、

一
九
八
三
年
、
参
照
。

(
日
)
越
忠
毅
公
文
集
各
一
四
、
朝
銀
合
行
事
宜
疏
、

今
甲
科
之
塗
極
重
。
起
家
甲
科
者
。
品
骨
卑
長
幼
皆
同
組
也
。
而
其
中
又

有
郷
里
親
戚
、
門
生
放
吏
、
通
家
朋
好
、
雄
知
其
貧
酷
、
皆
不
肯
言
。

陸
世
儀
・
復
社
紀
略
各
三
、
丙
子
春
二
月
、
准
安
衛
三
科
武
奉
臣
陳
啓
新

奏。
若
進
士
則
朝
廷
之
傷
、
皆
其
砧
凡
上
物
。
天
下
之
官
、
皆
其
朋
比
之

人
。
嘘
成
一
気
、
打
成
一
片
、
賢
古
莫
問
、
賄
賂
通
行
。

参
照
。

(
げ
)
誇
文
は
、
新
聞
軌
一
一
一
誇
『
近
古
奇
観
3
』
(
東
洋
文
庫
む
第
二
十
一

話
、
「
老
門
生
三
世
に
恩
を
報
い
る
こ
と
」
に
採
っ
た
。
こ
の
中
に
は
、

「按
院
」
を
按
察
使
、
「
科
貢
官
」
を
推
薦
組
と
す
る
な
ど
の
誤
謬
も
あ
る
。

(
凶
)
田
義
務
・
留
青
日
札
各
三
七
、
非
武
備
、
非
民
風
、

参
照
。

(
川
四
)
拙
稿
「
朝
観
考
察
制
度
の
創
設
」
『
九
州
大
事
東
洋
史
論
集
』
刊
、
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一
九
八
二
年
。

(初
)
『
清
園
行
政
法
』

汲
古
書
院
、

一
九
七
二
年
、
第
一

巻
下、

三
O
頁。

(
幻
)
近
藤
秀
樹

「清
代
の
鐙
選
|
外
補
制
の
成
立

l
」
『
東
洋
史
研
究
』

げ
ー
2
、
一
九
五
八
年

(n)
繁
衡
互
調
の
制
は
、
寓
暦
明
禽
典
巻
五
、
吏
部
四
、
改
調
、
降
調
附
。

明
寅
録
・
成
化
十
四
年
正
月
了
丑
。
参
照
。

(
お
)
嘉
隆
新
例
附
蔦
暦
各
一

、
隆
慶
四
年
十
二
月
吏
部
題
奉
聖
旨
依
議

行
。
参
照
。

(
担
)
皇
朝
経
世
文
編
巻

一
七
、
吏
政
、
書
雷
願
二
給
事
監
製
疏
後
。

(
お
〉
王
折
・
繍
文
献
通
考
巻
八
七
、
吏
部
堂
属
。

(
お
)
張
祭
林
「
『
製
鍛
法
』
考
」
『
大
陸
雑
誌
』
貯

1
5、
一
九
七
八
年
。

参
照
。

(
幻
)
清
園
行
政
法
第
一
巻
下
、
二
三
二

J
三
三
頁
。

(お
)

註
幻
近
藤
論
文
五

一
一貝。

(叩臼)

薙
正
株
批
議
旨

・
郭
鉄
、
六
年
三
月
十
九
日
株
批
刊誌
旨
。
註
幻
近
藤

論
文
四
五
頁
。

(ω〉
註
幻
近
藤
論
文
一
七

0
1七
五
頁
。

(
剖
)

註

幻
近
藤
論
文

一
七
八
頁
註
5
。
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府 1'1'1 豚
百※

分比 ) 蘇
四

外依字 2 71 1 5 9 4.04 

補一
% 

67 28 252 
17.26 

% 

部監字
48 30 428 

29.31 
% 

選
字紙無

21 4 328 
22.46 

tま
% 

。4 373 
25.541 

%1 

13 1 20 
1. 369 
% 

線計、 判仲60

※ 百分比は，和田が算出

した。

奥
議

日
乾
隆
五
十
三
年
自
序
、
洪
亮
士
口

・
乾
隆
府
磨
州
豚
園
志
五

O
巻

(洪
北
公
先
生
漬
集
、
所
牧
〉

(
位
)
陶
正
靖
「
吏
治
困
地
制
宜
三
事
疏
」
(
皇
靭
経
世
文
編
径
一
七
、
吏
政
〉。

〈
お
〉
崇
績
十
四
年
の
明
朝
の
職
員
録
と
推
定
さ
れ
る
漸
江
蓋
州
洪
家
書
舗

刊
の
分
省
撫
按
緒
紳
便
覧
(
上
海
古
籍
書
庖
復
印
)
二
加
に
擦
れ
ば
、
全

園
ニ
直
毅
十
三
省
の
十
総
督
、
二
十
八
巡
撫
の
計
三
十
八
員
全
員
が
進
士

出
身
者
で
あ
っ
た
。
註
日
。
(
科
目
疏
〉

「若
夫
京
堂
之
選
、
則
惟
進
士
得

之
而
奉
人
不
復
有
失
。
其
偏
如
此
」
。
参
照
。

(
川崎
〉

前
述
の
督
・
撫
年
表
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
著
名
な
官
僚
、
例
え
ば
康

照
二
十
年
の
雨
江
総
督
子
成
龍
は
副
貢
生
、
潅
正
二
年
の
河
南
巡
撫
回
文

鏡
は
監
生
、
同
治
二
年
の
関
漸
総
督
左
宗
裳
は
翠
人
、
同
治
四
年
の
江
西

巡
撫
劉
坤

一
は
康
貫
生
(
附
貢
生
?
)
、
光
緒
二
十
五
年
の
山
東
巡
無
実

世
凱
は
貫
生
(
監
生
?
〉
で
あ

っ
た。

(
お
)
嘉
慶
大
清
食
典
事
例
巻
五
入
、
吏
部
、
除
授
、
薦
翠
優
行
生
員
、
落

正
四
年
議
。

(間
山
)
乾
隆
三
十
二
年
奉
救
撰
・
自
主朝
通
典
巻
一
入
、
選
摩
制
文
科
、
落
正

五
年
四
月
の
上
議
。
註
お
の
潅
正
五
年
上
識
に
は
、
生
員
の
知
豚
任
命
を

記
し
て
い
な
い
。

(
初
出
〉
薙
正
大
清
舎
典
巻
十
二
、
吏
部
十、

漢
依
推
陸
、

凡
生
員
准
貢
例
監

吏
員
投
誠
出
身
等
官
、
康
照
元
年
議
、
六
年
題
准
。

(
お
)
註
釘
康
照
元
年
議
。

(叩却
)
梁
希
哲

「試
論
清
世
宗
的
吏
治
思
想
」
『
史
皐
集
刊
』
一
九
八
三
年
、

第
三
期
。
宮
崎
市
定
『
落
正
一帝
』
岩
波
書
庖
、
一
九
五

O
年。

(紛
)

松
本
善
海
『
中
園
村
落
制
度
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
庖
、

年
、

一
四
一一
一、E

・
g

・、
四
四
頁
。
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THE STATUS SYSTEM OF MING DYNASTY LOCAL

　　　

BUREAUCRACY a comparisonof Ming

　　　　　　

and Qing districtoffice-holding

　　　　　　　　　　　　　　　

Wada Masahiro

　　

Though they were qualified for different levels of local ｏ伍ce, from

the middle of the Ming dynasty thｅ　ｍｒｅｎ　畢人， ｇｏｎｇｓｈｅｎｇ貢生and

■jianｓｈｅｎｆｆ監生suffered discrimination in regard to appointment and merit

evaluation because of the disproportionate emphasis placed on jinshi進士

CEindidates, and this made it di伍cult for them to advance in ｏ伍ce. If we

examine the percentages of the district ｏ伍ces (including that of magist-

rate) held by each of the different levels of candidates as this is noted in the･

lists of o伍cials職官表in the local gazetteers and compare these percentages^

with the corresponding percentages for the Qing dynasty, we find that during

the Ming each level of candidates occupied a fixed level 0f the local

bureaucracy. Especially in the case　of the post of magistrate the Ming

dynasty imｓKi were treated preferentially, in that they occupied a dispro-

portionately large part of the important magistracies with high income 繁

鋏.ｌｎ contrast to this, the jinshi of the Qing dynasty had to pass through

relatively unimportant posts with low income 簡峡ｂｅＣａＵＳｅｏｆ the systeiTL

of advancing from lower district posts to that of magistrate 外補and

their percentage of posts with high income was therefore relatively 10ｗ

and comparable to that of the jｗｒｅｎ，ｇｏｎｇｓＫｅｎｇand ｉｉａｎｓｈｅｎｇ.This

shows that the local bureaucracy had become rigidly structured according

to the status of the candidates habitually holding the various　Ｏ伍ces and

that advancement was blocked for local ｏ伍cials on account of the domina-

tion of the bureaucratic world by this status system particular to the

Ming dynasty. The fact that during the Qing dynasty the posts of

magistrate, governor °d governor‘general were filled by c£indidates from.

the rank of s政昭詐匹万生員and up was the result of ａ policy to reform

the bureaucracy in order to guarantee possibilities of advancement to

holders of local ｏ伍ｃｅ･ though there still existed ａ kind of status system

affecting who filled the lower district ｏ伍ces (佐貳，雑職)．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－４－


